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資料４－① 

新しい医薬品・医療機器のためのクリティカル

パス上に存在する課題と機会 

停滞 

革新 

米国保健社会福祉省 

米国食品医薬品局（FDA） 

2004 年 3 月 

本報告書は 2004 年 3 月 16 日付報告書の改訂版である。BLA および NME の年次データは

改訂された図２に記載されており、その他、編集上の多少の修正も加えられている。 



1「医療製品」という表現には、医薬品、生物製剤、医療機器を含む。 

 
 
 
 
 

概要 
 
 
  本報告書は、パイプラインの問題（患者に届く画期的な医学治療法の分野

における、期待される加速とは対照的な近年の停滞）にかかる米国食品医薬

品局（FDA）の分析結果を示したものである。 
 
生物医学における今日の革新的状況は、重大な病気の予防、対処、治療に

対する期待を高めてきた。しかしながら、近年における新しい基礎研究にお

ける発見の多くは、患者にとってより有効で、より安価で、そしてより安全な医

薬品・医療機器の実現に早急にはつながらないのではないかとの懸念が広

がっている。その理由は、現在の医薬品・医療機器 1 の開発経路（パス）はま

すます困難で、非効率的であり、費用のかかるものとなっているからである。

過去数年間で FDA に提出された新薬および生物製剤の申請件数は大幅に

減少しており、革新的医療機器の申請件数も同様に減少している。一方、こ

こ 10 年の間で製品開発コストは急上昇した。コスト増加のために、開発者は

市場で高いリターンを得る可能性が高い商品に活動を集中させることが多く

なっている。一般の人々の健康の重要なニーズ（テロリズム対策等）、比較的

珍しい疾病、第三世界に蔓延する疾病の予防、予防適応、または個別治療

にターゲットを絞った製品開発は、ますます困難になってきている。実際、保

健医療費用の上昇により、政府が現在利用可能な治療への支出さえ続けて

いくことが可能なのかどうかという懸念もある。製品開発におけるコストおよび

問題が拡大する状況では、革新的活動も停滞または後退が見られるのが常

であり、生物医学の革新は健康増進という約束を果たせない可能性がある。 
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「クリティカル

パスに沿って予

測性と有効性を

改 善 す る た め

に、新しい製品

開発ツールキッ

トが早急に必要

とされている。」 

 何が問題なのだろうか？FDA の見方によれば、医薬品・医療機器の開発に必

要な応用科学が、基礎科学の大きな進化のペースについていっていないので

ある。新しい科学は、技術発見プロセスを加速するのと同じ方法で技術開発プ

ロセスを導くためには活用されていない状況である。医療分野における技術に

ついては、パフォーマンスは製品の安全性と有効性で測られる。よりスピー

ディーに、より確実に、そしてより低いコストで新製品の安全性と有効性を実証

するにはどうすればいいのかという問いかけに対し、基本的な意味でよりよい答

えを出すことのできるような応用科学部門の作業が十分に行なわれてきたとは

言いがたい。多くの場合において、開発者は今世紀の候補物質の評価のため

に、前世紀のツールや概念の使用を余儀なくされている。結果として、臨床試

験段階に移行した治験薬の大部分が失敗に終わるのである。膨大な時間やリ

ソースを費やした後で、製品開発プログラムをあきらめなければならない状況は

よく見られる。このような失敗率の高さはコストの上昇をもたらし、開発者はます

ます減少している成功例からの利益を、増え続ける失敗例に補填しなければな

らないという状況に追い込まれている。最終的には、成功した候補物質につい

ても販売への道のりは長く、費用が高く、非効率的なものとなる。この理由の大

部分を占めるのが、現在見られる複雑な評価方法への依存である。 
 
研究所におけるコンセプトから、商業化に通ずるクリティカルパスに沿って予測

性と有効性を改善するために、新しい製品開発ツールキット（動物やコンピュー

タを基本とした予測モデル、安全性と有効性の改善を目的としたバイオマー

カー、そして新しい臨床評価技術といったパワフルな新しい科学的・技術的メ

ソッド）が早急に必要とされている。これらの課題に対応し、基礎発見を新しくよ

りよい治療法に確実に結びつけるためには、優れた製品開発科学が必要とな

る。我々が必要とするのは、医療技術の開発を目的としたよりよいツールを構築

するための取り組みである。また、生物医学の領域におけるリサーチだけではな

く、患者に届く「パス（経路）」に対する信頼のおける洞察力に基づいて構築され

たナレッジベースも不可欠である。  
 
医薬品・医療機器の開発プロセスは、もはや基礎研究の革新に追いつくことが

できない。クリティカルパスの近代化を成功させるためには、生物医学におけ

る新しい科学的発見を医薬品・医療機器の開発に適用するための、一致団結

した取り組みが不可欠である。 
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 学会、政府、そして業界で実績を有する多くの研究者がこの課題に取り組ん

でおり、近年多くの成功をおさめている。しかしながら、開発作業のペースは

基礎的発見における急速な進歩に追いついていないという事実には、依然と

して変わりがない。結果として発見と製品開発プロセスの間に技術的な不連

続が生じる。研究所における新発見を安全かつ有効な治療に移行させる上

で確認される段差と言える。 
 
FDA は開発科学を発展させる活動の参加者の一つにすぎないが、重要な役

割を担っていると言える。FDA の基準はしばしば開発プログラムの先導役とし

て使用されるため、我々の基準設定プロセスは最も進んだ科学に基づく情報

を取り込んでおり、安全かつ有効な新しい治療の効率的な開発を促進すると

いう目標に則ったものであることを、常に確認しなければならないのである。 
 
FDA は医薬品・医療機器の開発における課題の特定をサポートする上で独

自の立場にあるため、解決策の開発においてより規模の大きい領域との共同

作業が必要とされている。人々の健康の増進と保護を目標とし、政府の監督

下にある FDA は、安全かつ有効な新規医薬品・医療機器を患者が入手でき

ることを確実なものとする責任を負う。2 FDA は規制機関としての役割のひと

つとして、製品基準の構築のために、入手可能な科学的知識を活用しなけれ

ばならない。臨床試験の実施期間中、FDA の研究者は、発生したデータに

ついて安全性、有効性、製品の品質について継続的なレビューを実施する。

一方 FDA の審査官は臨床試験の期間中、成功事例とベストプラクティスの全

体像を把握するとともに、失敗例、停滞原因、障害、そして製品開発期間中

に発生した機会の逸失を確認する。開発プロセスにおいて深刻な問題が発

生したり、同じ問題が繰り返し発生する場合、FDA の研究者はそれらに対し

て科学界の関心を提起したり、関連リサーチを実施したり、または共同作業を

行うことにより、問題への対処を試みる。このような活動の例として、FDA はガ

イダンス文書（開発の領域におけるベストプラクティスをまとめたもの）をしばし

ば公表し、特定の課題やトピックに関する FDA の見解をシェアしている。開発

スポンサーは、ガイダンス文書の公表は治療ニーズに応えるための開発や創

意工夫を促し、商品化の最初の段階における成功率の改善につながり、患

者に安全かつ有効な治療を届けるために必要な時間の短縮をもたらしている

と述べている。しかしながら、改善のためにはさらに数多くの取り組みが実行

される必要がある。 

 
http://www.fda.gov/opacom/hpview.html を参照。 
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「FDA は、最も

差し迫った開発

上の問題や、早

急な改善の機会

が最も大きい領

域を特定し、優

先順位を設定す

るための取り組

みを策定中であ

る。」 

 我々が今日直面する製品開発上の問題については、ある程度まで、新しい

世代のパフォーマンス基準や予測ツールを構築する積極的かつ他との協力

的な取り組みを通して対応することができる。新しいツールは新しい科学的革

新とマッチしそれをさらに前進させるものであり、生物情報工学、遺伝学、イ

メージング技術、物質科学といった科学界における最新の進歩によってもた

らされた知識を基盤とするものとなる。 
 
FDA は(1) 最も差し迫った開発上の問題、および(2) 早急な改善および人々

の健康に対するベネフィットを実現する機会が最も大きい領域を特定し、優

先順位を設定するための取り組みを策定中である。この取り組みはクリティカ

ルパスに沿った 3 つの局面（安全性評価、医学的有用性の評価、製品の工

業・製品化）で実行される。この取り組みには、関連するすべてのステークホ

ルダーの参加が不可欠である。我々は、クリティカルパスの機会リストを作成

することにより、最も重要な課題を特定するための共同作業を進める予定であ

る。また同時に、FDA は最も重要な問題に対処し主要プロジェクトへのサ

ポートを強化するために、内部での取り組みにも再度フォーカスをあてる。 
 
これらの課題に焦点をしぼった科学的研究を通して、我々は患者に新しくより

よい治療を提供するプロセスの改善を実施することができると信じている。患

者が新しい治療法をよりタイムリーに、より安価に、そして将来の予想がより可

能な形で利用することができるようにするためには、医学界における革命的な

発見だけではなく、新しい治療を開発する革命的なツールに対する研究の実

施が不可欠である。我々は政府内および学界や民間部門との効果的な協力

作業を通じて、この目標を達成する自信がある。 
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要約－公衆衛生における 6 つの優先的課題 

 

 

 

 

 

 

FDA は 2004 年のクリティカル・パス報告書1で、医薬品・医療機器の「パ

イプライン問題」2の背景にある科学的課題についての調査結果を明らか

にし、その改善に向けた道のりとして、まず公共・民間部門の関係者か

ら広く意見を求める必要があるとした。FDA が製品開発研究の停滞を明

確に指摘したことに対しては共感が得られ、関係者は FDA の調査結果を

確認して、医薬品・医療機器の開発を改革できるような研究投資の例を

提供した。 

 

FDA の目標は、医薬品・医療機器の開発研究を改革するために必要な具

体的業務に対して明確に焦点を絞るための、クリティカル・パスに関連

する項目のリスト（医薬品・医療機器の研究開発のためのヒント集）を

作成することであった。この報告書では、これまでの作業で学んだこと

について述べ、具体的な項目をヒント集としてリストに示す。 

 

このリストには、それを追求すれば新しい医薬品・医療機器の開発にお

ける効率、予測性、生産性が高まると FDA が考える、ターゲットを絞っ

た研究テーマを挙げている。 

 

                                                        
1 2004 年 3 月発行のクリティカル・パス報告書は、http://www.fda.gov/oc/initiatives/criticalpath に掲載している。 
2革新的治療法が患者に到達するのが最近遅れている状況。 
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このリストにある項目はそれぞれ、製品開発を短期的、中期的に向上さ

せるために特にターゲットを絞りこんだ研究プロジェクトを示している。

大項目（Topic）は、FDA が広く意見を求めた結果関係者から挙げられた

事項や、製品開発に関する業界全体の障害についての FDA の科学専門家

の見解に基づき選択した。優先度が高い大項目の選択に際しては、FDA

の公衆衛生に関するミッションと、規制上重要な科学的事項について

FDA に助言を行う外部諮問委員会の意見も参考にした。それぞれの項目

は、6 つの Topic にまとめている。 

 

項目の番号は便宜上付しているものであり、重要性に関する特定の順序

を示唆するものではない。 

 

外部に広く意見を求めた結果、医薬品・医療機器の開発を向上させるた

めに最も重要な分野がバイオマーカーの開発（Topic 1）と臨床試験の効

率化（Topic 2）の 2 つであるという点で、非常に意見が一致していた。

ほとんどの方面の関係者が、予測性が高い新世代のバイオマーカーがあ

れば製品開発の効率が劇的に改善され、製品を上市する前（あるいは、

さらにヒトを対象とした試験を行う前）に安全性の問題を把握する上で

役立ち、よりよいデータを現状より迅速に得ることができる新しいタイ

プの臨床試験の開発が促されるという見方で一致した。同様に、いずれ

の方面の関係者からも、臨床試験のプロセス（試験のデザインと実施方

法の両方）を改革すれば、製品開発の効率が劇的に向上するであろうと

いう点が指摘された。 

 

第三の課題となる分野は、生物学に関する情報に対し数学、統計学、コ

ンピュータ解析を応用すること（生物情報科学（Bioinformatics）、Topic 3）

である。この点については、ヒトや動物を対象とした試験の規模と範囲

を縮小しつつ、開発効率と結果の予測性を上げることが期待できる。例

えば、モデルに基づいた医薬品開発という概念には、医薬品と医療機器

を一層効率的かつ効果的に開発する助けになるという非常に大きな可能

性がある。この作業を支える仕組みとして、データを集積するための共

同体を設置し、個人情報や独占的情報を保護する方法を策定することが

必要になってくるであろう。このような作業に対する投資は十分に成果

を挙げることになるであろうという点では、広く意見の一致をみている。 

 

高品質の製品を十分な信頼性を確保しつつ商業的規模で製造できるかど

うかは、クリティカル・パスにおいて障害の原因になることが多い。製

品の重要な特性が何かを明らかにし解析するための手法は、製造（Topic 

4）段階で効率と品質の両方を向上させるという点で有望である。 
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また、新興感染症やバイオテロに対する新しい抗生物質やその他の対策

（Topic 5）も、緊急に必要なものである。感染性病原体を迅速に特定す

る方法があれば、新しい治療を開発したり、緊急事態に対応したりする

能力が向上するであろう。ヒトを対象とした試験が倫理に反する状況下

で新しい治療法について検討するために、適格性を満たしたモデルが必

要である。 

 

小児および思春期の患者のための治療法の開発（Topic 6）は、他とは異

なる性質の課題である。小児や青少年において各種の治療が有効である

かどうかを予測できるようなよい方法を開発するためには、ひとつには

小児患者を対象とした既存の試験のデータを合わせ、解析するという方

法がある。また、思春期うつ病の診断と治療をよりよくするには、新し

いゲノム技術が有望である。さらに、新生児における感染症は公衆衛生

上重大な問題であり、開発上も困難な課題を伴うが、動物モデルの質の

改善により克服できるのではないかとも思われる。 

 

最後に、クリティカル・パスの研究を支援し、継続的に向上させるため

に、全米レベルの基盤を構築することが必要不可欠と考える。クリティ

カル・パスを改革する取り組みを持続させるためには、この報告書に挙

げられている個々の項目を超えて、取り組みを拡大しなければならない。

例えば、実験医学に関する大学のプログラムや、研究室だけでなく動物

実験やヒトを対象とした試験でも効率的に職務を遂行できる臨床研究者

が必要である。このような学際的環境での仕事を希望する研究者のため

の明確なキャリア・パスを作る必要もある3。製品開発における科学上の

障害や、あるいは特定の疾患に対処するような共同的な計画策定するた

めの新しい協力関係と、そのような協力関係を促進するためにデータ共

有・保護する新しいモデルが必要である。政府、学界、産業界、そして

患者や専門家のグループが協力し、クリティカル・パス研究の発展を継

続的にサポートしていけるよう、共にはたらきかけなければならない。 

 

関係者からは、開発研究のみを改革するのでは十分ではないと指摘され

ているため、この発展する科学に合わせるように FDA の指針や基準も改

正していかなければならない。FDA はこの分析に賛同し、規制も科学の

進歩に歩調を合わせて新しくなっていくように作業を進める予定である。 

                                                        
3 米国国立衛生研究所（NIH）は、NIH ロードマップ（http://nihroadmap.nih.gov）の一環として、このようなプログラム
に対するサポートを拡大している。 
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各リスト項目については、まず次の項以降で幅広く考察し、次にヒント

集の中で具体的に列挙するが、これは、産業界や学界が引き受け、また

患者団体、財団あるいは政府機関が後援することが可能と考えられる、

ターゲットを絞った研究テーマを記したものである。 

 

FDA は今後数ヶ月かけて、この報告書に挙げたクリティカル・パスの中

の重要事項のいくつかを推進する力がどの程度あるかを、今利用できる

資源に基づいて評価する予定である。また、FDA が来年着手する予定の

クリティカル・パスのプロジェクトを発表することも計画している。FDA

は、関係者がこの報告書を利用し、クリティカル・パスの科学を改革す

る全国的な取り組みの中でそれぞれの活動の計画に着手することを期待

している。 

 

本報告書は二部構成となっている。第一部では、2004 年 3 月にクリティ

カル・パス報告書を公表して以来、関係者や FDA の科学専門家から研究

開発上の機会項目や課題について学んだことに関し、特に、リストに挙

げている 6 つの Topic に関して詳細に考察している。本報告書の第二部

は、また別に単独で入手できるようになっているが、個々のリスト項目

を具体的に示している。 
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医薬品の安全性の将来 
－公衆の健康の増進及び保護－ 

 
米国の医薬品安全性に関する制度の評価に関する委員会 

米国科学アカデミー医学研究所 
2006 年９月 

 
 

要旨（仮訳） 
 

FDA は、公衆衛生を守り向上させるというミッションのもと、日々、医薬品

の迅速なアクセスと安全性への懸念とのバランスを取るために活動している。

その職務は、患者、患者の医薬品に対する反応及び治療時の状態の非常な多様

化、そして、患者が使用する医薬品やサプリメントの猛威により、一層複雑な

ものとなっている。FDA の医薬品評価研究センター（CDER）の審査官たちは、

医薬品のリスクとベネフィットに関する入手可能な情報を比較・検討し、科学

的不確実性の中で決定を下し、医薬品の発見からその有用な寿命の尽きるまで

のライフサイクルを通じての、医薬品のリスク・ベネフィット・プロファイル

に係わる情報を統合しなければならない。こうしたプロセスは、個々の患者の

生死を分けかねないものであり、広く使用されている医薬品の場合は、国民全

体のあらゆる層に影響し得るものである。この「個人」と「国民全体（公衆）」

の対比は重要である。なぜなら、ある医薬品が特定の患者の命を救う反面、公

衆衛生上著しく高いリスクを与え得る場合に、FDA が下さなければならない複

雑な決断を、この対比が反映するからである。診療室においては、患者と医療

提供者（医師）が、その患者に与えられる医薬品のリスク・ベネフィットに関

して決定を行う一方、FDA は、その医薬品が公衆に与える影響という観点から、

リスク・ベネフィットを評価しなくてはならない。FDA は、「公衆の保健を守り、

それを向上させる」というそのミッションで述べられているように、迅速な医

薬品承認の必要性と、安全性への十分な配慮とのバランスを取るために、多大

な努力を払ってきた。 
 

 21 世紀の最初の数年、処方せん薬の安全性に関する問題は、新たに一般国民

の非常な関心を集めるところとなった。医薬品の回収、医薬品の重大なリスク

に関する一般国民への注意喚起の明らかな遅れ、安全性に十分な注意を払わな

いままの医薬品の承認ラッシュという印象、そして CDER 内部の問題に関する

マスコミ報道は、FDA への国民の信頼の低下に寄与したかもしれない。学界、

消費者団体、職能団体そして連邦議会議員は、多くの人々により大きな問題と

見なされたものについて、考えられる要因と解決について議論を行った

（Glassley C, 2005; Shaw, 2005; Consumers Union, 2005; NCL, 2005; U.S. 
PIRG, 2006）。そして FDA と連邦保健福祉省(Department of Health and 
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Human Services: DHHS）は、医学研究所（Institute of Medicine: IOM）に米

国の医薬品安全性システムを評価する委員会を設立し、リスク評価、安全性監

視および医薬品安全使用の向上に向けた勧告を行う旨の依頼を含めた、医薬品

安全性に関する一連の対応を発表した。 
 
 委員会は、本報告書の中で、FDA とその他関係者による医薬品安全性の監視、

評価、確保というすべての活動をまとめて、医薬品安全性システムと考えた。

（BOX S-1：当委員会の任務についての陳述を参照（末尾に記載））委員会の活

動の多くは、CDER の審査、安全性監視、その他関連業務に焦点をあてたもの

ではあるが、委員会は、医薬品産業、学術研究事業、連邦議会、医療提供シス

テム、患者そして国民の果たす役割のいくつかの重要な側面をレビューし、ま

た、その潜在的な貢献についても検討を行った。 
 
 医薬品の回収（これは一つの医薬品安全性の潜在的指標に過ぎない）が、薬

事規制システムに事実上の不備があることを表すもの、あるいは、新たに発見

された特異で重篤な副作用が、その医薬品を承認した誰かの過ちを示すもので

あると信じる人々もいる。しかし、そうではない。FDA の承認は、安全性と有

効性の永久保証を示すものではなく、最新のものが常に最善であるとは限らな

い。相互に関連するいくつかの理由で、たとえ最高の医薬品安全性システムを

もってしても、市販医薬品の副作用を防ぐことはできないであろう。承認の時

点でその医薬品の全てを知ることは不可能である。医薬品の作用メカニズムは

非常に複雑であり、また承認前の臨床試験は通常、厳密にコントロールされた

環境の下、慎重に選定された患者層において実施されるものだからである。そ

のように選定された患者群は、承認後にその医薬品を使用する幅広い患者層、

長期に使用する人がいたり、他の医薬品との併用があったりであるが、それを

十分には代表していないかもしれない、したがって、医薬品のリスク・ベネフ

ィット・プロファイルの理解は、必然的に医薬品のライフサイクルを通じて発

展していく。新薬承認申請等の薬事申請を審査する CDER のスタッフは、医薬

品のリスク・ベネフィットの判定及び、承認前に確実性を高めるための試験を

要求することに、医薬品が市場に出て医療提供者や患者の手に渡るのを遅らせ

るだけの価値があるかどうかという判断を行うに際し、微妙なバランスをとら

なければならない。 
 
 CDER の安全性の対応に関して、当然の疑問が持ち上がった。安全性シグナ

ルは、時宜に即して認識され、対応されているのか？ 国民は、明確に、そし

て時宜にかなった方法で、安全性問題について知らされているのか？ 市販前

そして市販後に係わるセンタースタッフによる協力は、医薬品の安全性に関し

て効果的な活動を促進しているのか？ センターは、「公衆の保健を守り、それ

を向上させる」という、FDA のミッションの一端を遂行するために必要な専門

性、技術、科学的能力、権限そして資源を有しているのか？ 外部環境の政治
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的・社会的・経済的側面や他の関係者からの期待は、組織機能に影響を与えて

いるのか？ こうした疑問のいくつかに答えるにあたって、委員会は、医薬品

安全性シグナルの監視と評価の向上をはかり、国民からの信頼を回復するため

に変革することが可能と考えられる医薬品安全性システムの状況を、以下を含

めて検討した。 
 
＊ CDER の組織文化とその決定要因、そしてその組織的文化が、どのよう

に医薬品ライフサイクルを通じて展開するリスク・ベネフィット理解の

評価や活動の蓄積に影響を与えるか 
＊ 医薬品の安全性を強化するために必要なレギュラトリー・サイエンス及

びプロセスの主な要素（方法、データ資源、専門家のアドバイス、独立

性） 
＊ 医薬品の安全性を提供するために必要な規制権限 
＊ 有効な医薬品の安全性システムを支えるために必要なコミュニケーショ

ン体制 
＊ CDER が FDA ミッションを支えるという、その責務を果たすために必要

な資金 
 

 情報収集にあたって、我々は、安全性システムを強化するために複数の提案

が過去に行われ、また上述の多くの分野で実行されてきたことに気付いた。こ

の作業の中で、委員会は、上記に挙げたカテゴリーを網羅した安全性プログラ

ムを変革する、整合性のある統合的なアプローチの構築を試みた。そして、以

下に述べるいくつかの包括的な所見を得た。第一に、FDA および製薬産業の信

頼を損ねたという危機の認識があること（ Harris Interactive, 2005; 
Pricewaterhouse Coopers’ Health Research Institute, 2005）。第二に、ほとん

どの関係者（FDA、業界、消費者団体、連邦議会、職能団体、医療関係団体）

が、現行のシステムに何らかの改善が必要であることに賛同しているように思

われることを学んだこと。第三に、現行の医薬品安全性システムは、以下の理

由により正常に機能していないことを発見したこと。①深刻なリソースの制限

により、医薬品の安全性に関する科学が質・量ともに弱い。②CDER の中の一

つの組織文化は、最適に機能していない。③規制当局の、特に規制を順守させ

る権限が不明確かつ不十分である。そして第四に、FDA が公衆衛生に対するミ

ッションの遂行において、医薬品企業が自社製品の使用者（および株主）に対

する責任の遂行において、適時効果的な方法で安全性の懸念について伝え合い、

説明責任や透明性を着実に、一般国民に対して示していないことを認めたこと。 
  
 委員会が考える変革後の医薬品安全性システムは、その中心をライフサイク

ルを通じての医薬品のリスク・ベネフィットへの取り組みに置いている。これ

は決して新しいコンセプトではないが、これまではせいぜい限定され、細切れ

にしか実行されてきていないものである。FDA にとってライフサイクルを通し
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て医薬品のリスク・ベネフィットに注意を払うということは、（当該医薬品の累

積情報に応じた）規制措置をとるためにリスク・ベネフィットに関する新しい

データを継続的に入手し、リスク・ベネフィットを継続して積極的に評価する

ことが必要となるであろう。そして承認前にも承認後にも、強い規制権限を持

つことが必要となるであろう。また、製薬産業にとってライフサイクルを通じ

てリスクとベネフィットに配慮することは、医薬品の現われつつある情報の証

明・情報提供のプロセスにおいて、FDA に対する透明性を高め、そして医薬品

の安全性の強化に向けた各種の変化を受け入れることが求められることになる。 

重要なことに、FDA の信頼性は、製薬産業のそれと密接に結びついており、よ

り信頼できる医薬品安全性システムは、誰にとっても最善であるということで

ある。医療提供システムにとって、リスク・ベネフィットへのライフサイクル

を通したアプローチとは、つまり医薬品安全性に関して FDA からの情報に注意

し、それに従い、承認時には限られた情報しかないということを念頭に置き、

医薬品に関する決定（処方集から処方に至るまで）を行う際に適切な注意を払

うことを意味している。また、医療提供システムは、処方に関する決定を一貫

して科学に基づいて行うことと、実地の医療への製薬業界の影響に関して注意

を払うことから利益を得るであろう。医療関係団体や職能団体は、医薬品のリ

スク・ベネフィット評価の背後で進歩する、科学に対する処方者の理解に貢献

することができる。学術研究事業は、医薬品のライフサイクルのすべての時点

において、リスク・ベネフィット評価に対するデータの貢献を一層高め、非常

に重要である FDA へ助言を与える関係を続け、そして、製薬産業との金銭的関

わりに伴う実際の、または認識上の利害の衝突を認識し、完全な透明性という

価値を保持していくことができる。他の政府機関は、公的資金を受けた医療機

関からのデータの流れが、改善された医薬品安全性システムに寄与することを

保証するために、FDA 及び民間部門と協力することで、医薬品のリスク・ベネ

フィットへのライフサイクル・アプローチに貢献することができる。国民と患

者は、自身が使用している医薬品に関して医療提供者とコミュニケーションを

取り、彼らの健康上の必要性や特質に照らして医薬品のリスクとベネフィット

について学び、また医療提供者と話し合い、自身が経験した副作用について医

療提供者に対して知らせ、そして新薬のリスク・ベネフィットに関してより有

用で時宜に即した情報を求めることにより、彼らの役割を果たすことができる。

国民やその他関係者はまた、連邦議会が FDA に対して十分な資金を保証し、維

持するよう強く求めることもできる。 
 
 

勧告 
 

組織文化 
 長官等の指導部（Office of the Commissioner）が不安定であることが、FDA、

特に CDER にとって深刻な問題であった。大きくて複雑な、科学を基礎とした
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規制機関は、安定で、有能な指導部と明確で一貫性のある指揮命令なしには、

最適のパフォーマンスを発揮できない。 
 
 ３．１ 委員会は、現在上院の助言と同意を得て大統領により任命されてい  
  る FDA 長官について、今後６年間の任期とするよう FDC 法の改正を勧告す 
る。長官は、科学を基礎とする行政組織を統率する適切な専門性、指導・鼓 
舞に関する実証された能力、公衆衛生、科学的誠実さ、透明性そしてコミュ 
ニケーションに対する証明されたコミットメントを有する人物であるべきで 
ある。大統領は長官を、効率の悪さ、職務怠慢又は背任行為といった理由に 
基づいてのみ、解任することができる。 

 
 FDA と CDER の指導部が、組織文化の変革と巨大で複雑な組織を率いた経験

に富む人々の、助言や支援から利益を得られるような仕組みが必要である。 
 
 ３．２ 委員会は、FDA 長官が、CDER の文化を変革するのに必要な変化を 
実行し、持続させるよう CDER（そして FDA 全体）を率いていくのに助言を 
与える外部の管理諮問委員会を、保健福祉長官が任命するよう勧告する。そ 
れは、志気と専門スタッフの定着を高め、透明性を強化し、信頼を回復し、 
ライフサイクルを通じたリスク・ベネフィットへの取組みに基づいた、安全 
の文化の創造により行われる。 

 
 ３．３ 委員会は、保健福祉長官が、FDA 長官と CDER センター長に対して、 
 管理諮問委員会の助けを得て、FDA を公衆衛生の保護を含むその使命を果  
 たすのに適切な位置に置くような、持続的な組織文化の変革を目的とした包 
 括的な戦略の作成を命ずるよう勧告する。 

 
 ODS（Office of Drug Safety：医薬品安全部）、現在の OSE（Office of 
Surveillance and Epidemiology：監視疫学部）は医薬品の規制に関して、公式

な役割をもってこなかった。審査過程の関係する側面から学び、またそれに参

加する公式の機会も、また、市販後の安全対策を行う権限もなかった。 
 
 ３．４ 委員会は、CDER が OSE（監視疫学部）職員を、新薬申請の各審査 

チームに一名指名し、そして承認後の安全性に関する規制措置について、OND 
 と OSE に共同の権限を与えるよう勧告する。 
 
 CDER の財源の半分以上を占める PDUFA の仕組みとユーザー・フィー・プ

ログラムに伴う報告の要件は、承認のスピードを支える方向に過度に向かって

おり、安全性への注意が不十分である。 
 
 ３．５ FDA がもつ二つの目標、すなわち、革新的な新薬を迅速に使えるよ



 
（医薬品医療機器総合機構仮訳） 

 

資料４－③ 

6

うにすること、そして、製品のライフサイクルを通じて医薬品の安全性を確

保すること、この二つのバランスを適切に回復させるため、委員会は、議会

が 2007 年の「処方せん薬ユーザーフィー法 IV」（Prescription Drug User 
Fee Act IV）の中に、特定の安全性に関する達成目標を導入するよう勧告する。 

 
 
科学及び専門知識 
 FDA の Adverse Event Reporting System（AERS：有害事象報告システム）

は時代遅れで非効率的である。そして CDER がそのシステムの技術的検討を始

めたが、市販後監視において、その有用性を改善するために、さらなる努力が

必要である。 
 
 ４．１ 委員会は、新たな安全性シグナルと仮説生成を改善するため 、CDER 
 に対し、（a）組織的で科学的な AERS（有害事象報告システム）のレビュー 

を行うこと、（b）より効率的なシステムへと導き得る鍵となる要因を同定し、 
その変化を実行すること、そして、（ｃ）新たな安全性シグナルを自動的に生 

 みだすため、規則的・日常的に、統計的調査方法を組織的に実行するよう勧 
 告する。  
  
 さらに、CDER の医薬品の安全性仮説の検証能力は、限られたものである。 
       
 ４．２ 委員会は、医薬品の安全性仮説の形成と検証を促進するため、CDER 
 が、（ａ）大規模自動データベースからのデータにアクセスし、研究するセン 
 ター内・外のプログラムを増やし、（ｂ）このプログラムに、医薬品の使用パ 
 ターンと関心のある有害事象の背景発生率に関する研究を含め、そして、 
 （ｃ）様々な状況の中で必要とされる特定の医薬品や疾患に関する能動的サ 
 ーベイランスを開発し、実行することを勧告する。 
 
 本部告書では、ＣDER が市販後調査の精密さとデータ要件のレベルを決定す

るため、言い換えれば、多数の人々に実際に使用される状況とマッチさせるた

めの、より構造化された方法の開発の促進を意図した幾つかの勧告（下に示し

た 4.3, 4.5, 4.8, 5.4）が述べられている。短期間の承認前での治験は、何年もの

間多数の人々に使用される場合の、医薬品のリスクとベネフィットのバランス

に関する十分な情報を提供しない。様々な官民の組織は、向上した質のデータ

資源と科学的な能力をもっている。そして、それらの資源が、薬の安全対策に

おいて、効率的、そして効果的に使用されるよう努力が必要である。 
 
 ４．３ 委員会は、保健福祉長官が復員軍人援護局長官及び国防長官と共同 
 し、公衆衛生上重要な医薬品の安全性・有効性確認のための試験への財政的 
 支援に優先順位を付け、その支援を計画し、組織化するために、医薬品のス 
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 ポンサー、公的・私的な保険者、営利又は NPO の医療提供機関、消費者団体、 
 大規模製薬会社とともに、官民のパートナーシップを策定するよう勧告する。 
 議会は、このパートナーシップに対して公的財源を投入すべきである。 

 
 ４．４ 委員会は、CDER が、リスクの最小限化行動計画（Risk Maps）に 
ついて、タイムリーで科学的に有効な評価（CDER 内部で行うか又は企業の 
スポンサーが行うにかかわらず）が行われることを保証するよう勧告する。 

 
 リスク・ベネフィット評価は、承認の時点で終了するものではなく、リスク 
とベネフィットは、それぞれ切り離して考えることができない。 
 
 ４．５ 委員会は、CDER に、FDA 全体が承認前、承認後を通して使用する、 
 リスク・ベネフィット分析への体系的な取組みを作り上げ、継続的に改善す 
るよう勧告する。 

  
 委員会は、これらの決定を改善するための医薬品のリスク・ベネフィットに

関するデータを拡大する、いくつかの勧告を行った。しかしながら、これらの

データを計画し、使用するためには、適切な専門知識が必要である。この専門

知識は、諮問委員会やその他の非政府組織の専門家からと同様、CDER の職員

からも得られる。委員会は、この報告書中の勧告に示された新しい責任を担う

ためには、この専門知識を拡大する必要があると信じる。CDER はさらなる専

門スタッフ、いまいる職員のより深い専門知識、そして、さらに別の専門知識

を必要とするであろう。 
 
 CDER は、この拡大した専門知識とリソースを持ち、重要な研究テーマの明

確化や、適切な研究のデザインに積極的に参加することにより、市販後安全性

のより効果的な世話役となり、より信頼できる、産業界と学界との科学的なパ

ートナーとなることができる。 
  

 ４．６ 委員会は CDER が、医薬品の市販後の評価を改善させるため、内部 
 に疫学とインフォーマテイックスに関する能力を構築するよう勧告する。 

 
 CDER のスタッフが科学的に高度な知識を持つことは、他から孤立して起き

るべきではない。目標は、良い科学に基づいた規制上の決定をサポートするこ

とであるので、結果として生じる目標は、FDA の研究のインフラを支援するこ

とである。拡大された研究の機会が、FDA の規制上のミッションに明確にリン

クするべきである。 
     

 ４．７ 委員会は FDA 長官が、以下を行うことにより、FDA の科学的研究 
能力を築くコミットメントを示すよう勧告する。 
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    ａ）FDA 内部の研究プログラムの監督・調整、質と規制上の焦点を保 
      証する責任を持つ首席科学官を、長官の事務局内に任命する。 
    ｂ）首席科学官に対する外部の諮問委員会として、FDA の科学委員会 
      を指名する。 
    ｃ）研究能力を FDA のミッション中に含める。 
       ｄ）首席科学官に承認された、内部の研究支援のために資源を投じる。 
    ｅ）内部の研究プログラムに必要な資金の確保を、議会に対する FDA 
      の毎年の予算要求書に含める。 
 
 速いペースの審査は、CDER の審査官が、市販後の安全性やさらなる研究の

必要性などの課題について、適切な FDA 諮問委員会から継続的に必要な意見を

求めるのを妨げる。 
 
 ４．８ 委員会は FDA が、自らの諮問委員会にすべての新規成分（NMEs） 
を承認前または直後にレビューしてもらい、医薬品の安全性と有効性を確保 
し、また、医薬品のリスクを管理する過程に助言をもらうよう勧告する。 

 
 ４．９ 委員会は、FDA のすべての医薬品諮問委員会、そして、その他の上 
 記に記した CDER により審査された製品の安全性に関するようなピア･レビ 
ューの活動に、薬剤疫学者もしくは医薬品の安全性研究について匹敵する公 
衆衛生の専門知識のある個人が、含められるよう勧告する。 

 
 FDA の信頼性は、もっとも大切な財産である。最近の関心事である諮問委員

会のメンバー（CDER が規制に関して決定を下す場合に助言を行う）の独立性

は、生物医学に関する研究機関における科学的独立性についてのより広い懸念

とともに、FDA が受け取った科学的なアドバイスの信頼性に疑問を投げかけた。 
 

 ４．１０ 委員会は FDA に、個々の諮問委員会のメンバーの実質的な過半数 
 が、諮問委の検討によりその利害関係に影響を受ける企業と金銭的な関係が 
 ない、との要件を設けるよう勧告する。 

 
 委員会は、一般国民と研究者に対して、リスクとベネフィットに関する情報

を入手しやすくすることの重要性について、それが特定の研究結果であろうと、

又 CDER の職員による懸念事項の分析であろうと、強い信念を持つ。国立医学

図書館（NLM）は治験の登録のためのウェッブサイトを有しているが、少数の

例外をのぞき、これは自主的なものである。２００２年、PhRMA のメンバーで

ある製薬会社は、市販薬と治験薬に関する仮説検証のための治験結果を、自発

的に公開する約束をした。そして、２００４年には、PhRMA は本目的のため、

ウェッブサイトを立ち上げた（ClinicalStudyResults.org）。調べてみると、サ

イトにアクセスのしやすさ、情報の完全さといった点で大きなばらつきがみら
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れる。 
 

 ４．１１ 治験登録を義務化し、それが体系的に標準化され、完全であるこ 
 とを確保し、そして、登録サイトが治験結果の報告を掲載できるよう、委員 
 会は、議会に対し、業界のスポンサーに、治験がどのような場所で行われよ 
 うと、また治験データが NDA, sNDA の一環として FDA に申請される意図 
か、市販後の調査の約束を遂行する為であるかに拘らず、タイムリーに、少 
なくとも PhaseⅡからⅣの間のすべての治験を、clinicaltrials.gov に登録を 
することを要求するよう勧告する。委員会はさらにこの要求事項が、試験の 
有効性・安全性に関する、構造化されたフィールド概要を掲載することを含 
めるよう、勧告する。 

 
 ４．１２ 委員会は FDA にすべての新薬申請レビューパッケージ（NDA  

review package）を、そのホームページに掲載するよう勧告する。 
 
 ４．１３ 委員会は CDER の審査チームが定期的・体系的に、すべての市販 
 後調査結果を分析し、リスクとベネフィット情報の統合に関してその結果の 
 重要性に関する評価を公表するよう勧告する。 
 
 
規制 
 FDA はスポンサーが規制当局の要求事項を遵守するために必要な、明確で確

かな権限を欠いており、代わりに業界との生産的な交渉の期待に頼っている。

当局は、歴史的にその「公職の権威」を利用してスポンサーに規制を遵守させ

てきたにもかかわらず、このようなプロセスでは、時として重要な規制行動に

ついて、主観的で変動の大きい個人や FDA の影響行使という過程や、変わり行

く規制政策や規制への態度の移り変わりの影響を受けやすくしてしまう。よっ

て FDA は、必要で適切な時、素早く決定的な行動をとれるよう、自らの権限を

明確にし、強化しなくてはならない。 
 

 ５．１ 委員会は、議会に FDA に、医薬品の安全な使用をモニターし、確保 
 すべく、市販後のリスク評価、リスク管理プログラムを要求する力をもたせ 
 るよう勧告する。これらの条件は、新たな禁忌や、有害事象のパターンが発 
 見された場合と同様、薬が承認される前後、新しい適応症、新しい投薬量が 
 承認された時にも必要であるかも知れない。課される制限は、医薬品による 
 特定の安全性への懸念と医薬品が示す利益にマッチするべきである。リスク 
 評価とリスク管理プログラムには以下の事項が含まれる。 

 
    a) 薬剤ラベルの、当局主導による変更に合致することを条件とする医 
      薬品の流通 
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    b）すべての販売促進物（消費者への直接広告（DTC 広告）の放送を 
含む）に特定の警告を記すことを条件とする流通 

        c）消費者への直接広告の一時停止を条件とする流通 
    d）特別の訓練を受け、又経験を積んだ、一定の施設、薬剤師、医師の 
      みへの流通販売 
    e）特定の医療処置を条件とする流通 
    f）特別の更なる治験又は他の試験を条件とする流通 
    g）能動的な有害事象監視システムの維持管理を条件とする流通 
 
 ５．２ 委員会は議会が、FDA とスポンサー双方が上記に掲げた条項を遵守 
 することを監督し、必要な法令を制定することを勧告する。FDA には、強化 
 された法施行権限と医薬品のスポンサーに対するより良い法施行のためのツ 
 ールが必要であり、そのツールには罰金、禁止命令、医薬品製品の回収が含 
 まれるべきである。 
 
 FDA が要求された市販後の安全性のレビューをタイムリーに行うこと

は、”Prescription Drug User Fee Act,（処方せん薬ユーザーフィー法(PDUFA)）”
に伴うゴールの一つとして挙げることができ、議会へのゴールに関する書簡の

中で報告されている。（第三章参照） 
 

 ５．３ 委員会は議会に対し、Food, Drug and Cosmetic Act（連邦食品・医 
薬品・化粧品法）を改正し、新薬、新配合剤、既存薬の新投与経路に関する 
製品のラベルに、イギリスで用いられているような黒い三角、又はそれと同 
じようなシンボルマークをつける事を要求するよう勧告する。FDA は、特別 
なシンボルマークがついている間は、消費者に直接広告を行うことを制限す 
るべきである。 

  
 FDA がケースバイケースで、期間を短くしたり長くしたりしないかぎり、２

年間はシンボルマークを薬のラベル及び関係する資料につけておくべきである。 
 
 ５．４ 委員会はＦＤＡが新有効成分（new molecular entity）に関するすべ 
ての新規データについて、承認後５年の間、評価するよう勧告する。スポン 
サーは、ピア・レビューの雑誌に発表された追加データすべてを含む、薬の 
安全性と有効性に関する蓄積されたデータ報告書を提出し、また、申請時、 
又はその後に求められた、医薬品の流通に関して課されたすべての関係する 
条件についての状況を報告するであろう。 

 
 
コミュニケーション 
 国民は、FDA の承認前、どのように薬が試験されるのか、医薬品のリスクと
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ベネフィットが評価されるのか、そして FDA の審査が何を伴うかに関するより

多くの情報から、利益をうけるだろう。患者はまた、現れつつある安全性への

懸念あるいは薬の効能に関するタイムリーな情報を必要としている。そのよう

な情報は、患者が、その医療サービス提供者と協力して、よりよい決定をする

のを助けるだろう。FDA は、コミュニケーションに関して、特定の、科学的な、

患者や消費者からのアドバイスを求めたり、受け取ったりする適切な仕組みを

持っていない。 
 
 ６．１ 委員会は議会に、患者と消費者とのコミュニケーションに関する FDA 
 の諮問委員会を設立するための法令を、制定するよう勧告する。諮問委員会 
 は、消費者、患者の見解や組織を代表するメンバーからなるであろう。諮問  
 委員会は、医薬品やその他の医療用製品のライフサイクルにおける有効性、 
 安全性そして使用に関するコミュニケーション関連事項について、CDER 及 
び他のセンターにアドバイスを行うであろう。また、”国民が、健康増進のた 
めに、医薬品や食品を用いるのに必要な、正確で科学に基づく情報を得るの 
を助ける“とのミッション掲げる各センターを支援するであろう。 

 
 ６．２ 委員会は、新しい Office of Drug Safety Policy and Communication
（医薬品安全性政策コミュニケーション部）が、一体性のあるリスクコミュ

ニケーション計画を策定するよう勧告する。この計画は、少なくとも、すべ

てのセンターのリスク・コミュニケーション活動のレビュー、コミュニケー

ション・ツールの明確性、一貫性の観点からの評価及び改定、資源の効果的

活用を確保するための優先順位設定といった内容が含まれる。 
 
 
資源（Resources） 

CDER の組織文化の改善、有能なスタッフの確保、技術的能力の向上、デー

タへのアクセスと革新的なパートナーシップの獲得及びそれからの利益獲得等、

本報告書においてここまでに述べた一連の提案は、全て十分な資源に依存する

ものである。公衆の衛生を守り、それを向上させるという重要なミッションを

持つ機関は、業務を遂行するための資金の調達に奔走するような事態に陥るべ

きではない。また、ひも付きの PDUFA 財源への CDER の過剰な依存が CDER
の活動に及ぼす影響は、FDA の信頼性をも傷つけ、FDA 自身の有効性にも影響

しかねない。 
 
７．１ 医薬品のライフサイクルを通じての安全性・有効性に関する活動の 
改善を支えるために、委員会は、政府は FDA に対する大幅な財源及び人的資 
源の増加を求め、連邦議会はこれを承認するよう勧告する。 

 
 我々は、本報告書に提案した新たな医薬品安全性に関する責務の全てを支え
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るためには、ユーザーフィーよりも政府歳出予算として財源を確保することが

望ましいと考える。この考えは、CDER が、タイムリーに継続して医薬品を審

査、承認するという期待と、そして、高まる安全性への考慮は、有効性に関す

る審査をなおざりにして行うものではなく、むしろそれは、医薬品のライフサ

イクルアプローチのために有効性の審査を補完するという期待に基づいたもの

である。通常の税収を財源に連邦議会が定めた政府歳出予算は、つまり、国民

が直接的に、公正に、かつ有効に FDA の市販後安全活動に対して投資できると

いう仕組みである。しかしながら、もし歳出予算がこうした活動をサポートす

るのに十分でなくユーザーフィーが必要となるなら、連邦議会は、CDER の

PDUFA 財源の使途に関する制限を、大幅に減らすべきである。 
 
 2006 年は、FDA の歴史において非常に重要な節日となる年である。国民の医

薬品の安全性への関心が高まり、2007 年 9 月の PDUFA 改正に向けた事前交渉

が開始され、メディケアパート D は何百万人もの高齢者を、医薬品の使用経験

に関する有用なデータを生み出す可能性あるシステムに登録し、そして連邦議

会の医薬品の安全性問題への関心も非常に高まっている。今こそ、CDER の組

織文化、権限、科学的能力、医療関係者や国民とのコミュニケーション能力を

刷新し、改革すべき時なのである。委員会は、本報告書に述べた提案が十分な

資源の下に相伴って実行に移されれば、センター（及び FDA）に、患者と公衆

の健康の増進及び保護において、現在においては、より効果的に機能させ、そ

して、より一層困難な将来に対しては、良い態勢で取り組むことを可能にする

であろうと信じる。  
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BOX S-1：任務の陳述（The Statement of Task) 
 
 承認された医薬品による健康リスクへの人々の懸念が広がる中で、FDA は

IOM（医学研究所）に対して、臨時の専門家委員会を設立し、現在の市販後医

薬品の安全性の評価・確保のシステムを独立に評価し、医薬品のリスク評価・

監視・安全使用の向上に向けた勧告を行うよう求めた。その IOM 専門家委員会

の活動内容には、以下が含まれる： 
 
＊ 米国の医療提供システムの一部としての、医薬品の安全性の確保におけ

る FDA の現在の役割と他の関係者の役割（医療従事者、病院、患者、そ

の他公的機関）の検討 
＊ FDA、製薬産業、医学界、公衆衛生関係機関において現在実施中の市販

医薬品に関する安全性評価の検討 
＊ FDA が、医薬品安全性問題を特定し、対応するために使用している分析

ツール及び手法のツールの評価と強化策の勧告 
＊ FDA の医薬品安全性に関する内部組織体制及びその業務の評価（継続中

の市販後リスク・ベネフィット評価を含む） 
＊ 医薬品安全性問題を特定し、対応する上での FDA の法的権限及び市販後

安全性活動に現在振り分けられている資源（金銭的及び人的）について

の検討 
＊ 現在のシステムの長所、短所及び限界の特定 
＊ 医薬品のリスク評価・監視・安全性使用の改善に向けた、組織、法律の

制定、規制、資源の面からの勧告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（医薬品医療機器総合機構仮訳） 
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欧州医薬品庁 2010 年へ向けてのロードマップ 
将来に向けた基盤整備 

要旨 
 

ヨーロッパ連合(EU)における医薬品分野の継続的発展を目指す積極的な取り組みの一環として、欧州医

薬品庁(EMEA)は、ヒトおよび動物の健康増進と保護に、今後一層貢献し、医薬品の規制環境改善、Ｅ

Ｕ内の革新・リサーチ・開発の活性化を促すための戦略を策定した。 

その戦略に関する協議過程において、提携先および利害関係者の方々と関わることは、当庁の運営環境

における重大な変化について考え、当庁が目指す最善の方向性について幅広い合意を得る機会となった。 

その結果生まれたこのロードマップは、当庁とＥＵ規制制度が全体として直面する諸問題を現実的に捉

える一方、それらの課題を解決するために実行可能な提案をしている。 

また、このロードマップ実施の究極の目標は、まず、ロードマップに示す最初の 10 年間で得られる成

果を基盤に、更に未来の成功へ向けて適切な基盤整備を行うことである。 
 
厳しい規制環境  

EU における近年の政治、制度、法律そして科学の発展は、今後の規制環境に多大な影響を与えると考

えられる。 

2004 年 5 月 1 日の EU 拡大と 2005 年 11 月までに施行予定の新医薬品政策(new Community 
pharmaceutical legislation)は、EU 規制制度において、EMEA だけでなくその提携先および利害関係

者に相当な課題を提起している。 

新加盟 10 ヶ国(MSs)と各国薬事当局(NCAs)の統合や、2007 年に見込まれる 2 ヶ国の追加加盟は、効率

的規制制度の運営をより複雑なものにするであろう。また一方で、EMEA の活動範囲拡大を意図する新

（医薬品）政策は、ＥＭＥＡの資源・人材と利害関係者の期待に応え得る力に対して圧力をかけつつあ

る。 

しかし、経済、社会、環境の再生を目指すリスボン戦略(Lisbon strategy)などのような政治的方針は、

ＥＵを基盤とする医薬品産業の競争力を高める大切な要因である。 

また、遺伝子治療、薬理ゲノム、プロテオミクス、異種移植(xenotransplant)などの先端技術や新治療

法の導入で、科学環境は劇的な変化を遂げる様相を見せている。これらの発達は、絶え間ないグローバ

ル化に照らし合わせて検討される必要があるだろう。 

そして、これらの課題に直面してもなお、各提携機関、42 以上の各国薬事当局、3500 人を超える科学

専門家を伴い、EMEA の基盤を成すネットワークモデルが、その責任を担う分野において、質の高いサ

ービスを提供できることを実証していかなければならない。 
 



ＥＭＥＡにもたらされる成果  

これらの発展は EMEA にとって課題であるとともにチャンスでもある。EMEA はヒトと動物の健康に

関して一層の配慮をする責任があり、EMEA の活動の科学的要素はますます重要になるであろう。また、

EMEA の認知度と影響力はＥＵ内に限らず、国際規制環境においてもより速いペースで拡大するであろ

う。 

最終的には、変化する規制環境が及ぼす影響と、それに適応するための EMEA 戦略により、EU 規制

制度は世界で第一線の規制システムのひとつとなるため、更に確固たる地位を築き、それによってヨー

ロッパの人々にとって最大の利益をもたらすと考えられる。 
 
新行動計画  

EU 内の政治・制度・法律そして科学の発展が刺激となって、EMEA は 2004 年初頭に将来の活動計画

を決定するための行動を開始させた。４月には討議のための文書「欧州医薬品庁 2010 年へ向けてのロ

ードマップ－将来に向けた基盤整備」が作成、公表され、公の協議(public consultation)が行われた。 

３ヶ月にわたる協議期間中、およそ 65 の出資団体－EU 機関、各国の保健当局、患者団体、医療専門

家組織、製薬会社、業界団体、学界、その他の利益団体－から意見が提出され検討された。 

このロードマップは、EMEA の進むべき方向性や目標、またそれらの目標を実現するために EMEA が

実施すべき具体的行動計画を定めたものである。 
 
ＥＭＥＡの構想  

EMEA の今後の主な構想は、安全で効果的な医薬品への迅速なアクセスを可能にすること、適切な説明

を受けた患者やユーザーに医薬品を供給すること、EU 内の革新とリサーチを促進すること、国民の健

康に関する新たな問題に取り組むこと、医薬品分野の発展に向けた整備を行うこと、および EU レベル

での優れたネットワーク構築のため EMEA と各国薬事当局の連携を強化することである。 

当庁は保健重視、科学主導、透明性のある運営、そして責任ある優れた管理を実践する規制機関として

の地位の維持と強化に努める所存である。 
 
発展のための前提条件 

EU 規制当局間のこれまでの提携を更に確固たるものにし、EMEA のネットワークモデルを一層強化す

ることは、EU レベルでの卓越したネットワークの構築につながり、EU 規制制度の将来の成功にとっ

て極めて重要である。 

そのためには、各国薬事当局がどのようなかたちで規制システム全体に最大限貢献できるかを考える必

要がある。特に、各国薬事当局は従来通り、もしくは、可能であるならばこれまで以上に質の高い科学

的資源・人材を提供して EMEA に貢献していく必要があることを強調する。特に、高度な専門性を備

えた専門家の確保は大変重要である。 

EMEA は全体的に質の高い効率的な業務運営を行うために、確固たる品質保証システムを整備していか

なければならない。これは、結果として評価過程における品質・規制・科学的一貫性を保証した EU レ

ベルでの管理システムの構築につながるはずである。 

更に、各国薬事当局と EMEA の協力体制を促進する質の高いＩＴ基盤を EU 全体に整備するために、

EMEA は加盟各国と共に EU 全域にテレマティック戦略を展開する必要があると考える。 



また、新事業および事業拡大という点から、最大限の効率を追求するために、EMEA 事務局(Secretariat) 
は業務プロセスと組織構造を見直す必要がある。特に、事務局の科学的役割が高まるなかで、スタッフ

の科学的専門性・特徴を高め、人材を強化すべき分野を見極めることは必要不可欠である。 

もし、EMEA が患者や利用者にできるだけ早く安全で効果的な医薬品を提供することに専心するのであ

れば、財政面を考慮に入れた適切な業務負荷と資源・人材計画が優先されなければならない。 
 
ロードマップに示された目標 

ロードマップは、今後 10 年以内に達成されるべき優先目標として次の 5 項目を定める。 

最高水準の科学的評価  

グローバル化する今日の医薬品産業において、新有効成分の開発はより複雑でコストがかかるようにな

ってきている。そのため、例えば科学的評価の一貫性を高めるために行う、同分野における専門家たち

による査読・検討を強化するなど、確固たる品質保証システムによって支えられた科学的諮問プロセス

を強化する必要がある。また、非EU諸国の規制当局とより一層の協力―相互基準比較―が必要である。

また、特定分野における科学専門家不足と余剰については十分に話し合われるべき問題であり、現在確

保されている科学専門家の専門性・知識を最高水準に保つため、適切な措置を取る必要がある。新医薬

品政策は、このような課題改善に貢献していく。 

安全で有効な画期的新薬へのタイムリーなアクセス  

EMEA は、市場に届く医薬品の安全性を保証する質の高い評価プロセスという点に妥協することなく、

中央審査方式(centralized procedure)の業務効率を更に高める努力をしていかなければならない。特に、

重篤な、あるいは生死に関わる病状の患者には、画期的新薬へのタイムリーなアクセスは多大な利益と

なるであろう。今後も、当庁はそのような医薬品評価のためのグローバルな基準作成を目指す国際的取

組みを支援していく。また、改正医薬品政策も、その支援となる新しい手段をいくつか提供している。 

医薬品の継続的監視 

市販後医薬品安全性監視の積極的な取り組みと危機管理計画の導入は、EU 市場での継続的な医薬品監

視を促進するであろう。その取り組みにおいて、加盟各国との更なる協力は最も大切なものであり、特

に、新治療法という革新的分野において非加盟国の規制当局と協力することは重要であろう。規制側は、

全体的な市販後医薬品安全性監視体制が、安全性に関する諸問題を効率的でタイムリーに処理できるよ

うに整備されているかどうか確認する必要がある。そして、新しい法的手段は、このような取り組みの

支援となるであろう。 

情報へのアクセス 

EMEA は、情報へのアクセス性を高め、利用しやすく情報量に富んだ透明性のある組織として対外的な

イメージを向上させるため、欧州委員会(European Commission)で合意に至ったイニシアティブを確実

に実行していく。また、EMEA は利害関係者および一般向けに発信した情報の適切さと、情報対象の的

確さを絶えず向上させるため、医療専門家、患者、医薬品ユーザー、学界および学術団体から組織的フ

ィードバックを得る予定である。そして、EuroPharm や EudraVigilance のような臨床試験データベー

スは、医薬品に関する質の高い情報を提供する重要なチャンネルとなるであろう。また透明化政策の実

施および新医薬品政策から派生した他の透明化に向けた方策は、各国薬事当局との協力のもとで行われ、

その結果、ＥＵの透明化とコミュニケーション戦略の発達へとつながるであろう。 



動物用医薬品の具体的ニーズ  

また、特に注意を払われなければならない多くの獣医学上の問題がある。その中には、希少使用及び希

少動物(MUMS)用医薬品の不足、ヒトおよび動物における抗菌剤耐性(microbial resistance)発達の可能性、

ある医薬品クラスが環境に与える影響に関しての安全性、ＥＵにおける市販後医薬品安全性監視活動の

効果的な適用などが挙げられる。 
 
具体的活動項目 

EMEA は、自ら定めた重点目標を達成するために、以下に述べる具体的活動を含む実施計画を作成した。 

• 異なる医薬品規制分野において、全ＥＵ規制当局間の連携を強化し、EU レベルでの優れたネッ

トワーク構築を目指す。また新たに、当庁及び各国薬事当局の科学的活動に最適な人材の確保に

取り組み、専門家不足の分野におけるネットワーク強化に努める。 

• 科学的アドバイスを提供する最良の環境を整えるため、現行の業務手順の枠組を改正し、科学的

評価業務の質、および規制・科学面における一貫性を高めるために、EMEA 事務局から科学委員

会(Scientific Committee)に提供される科学的サポートのレベルを向上させる。 

• 患者への安全性に関して妥協することなく、医薬品へのより迅速なアクセスを目指して新医薬品

政策によって想定された業務手順を実施する。画期的新薬・技術・治療法、動物用医薬品、ジェ

ネリック医薬品・非処方箋薬、生薬製剤などを対象とした特別措置を実施する。 

• 特に、市販後医薬品安全性監視への更なる積極的取り組みを行い、EU 市場における医薬品の継

続的監視を促すためのオプションを探求する。 

• EU の医薬品、バイオ技術、医療産業におけるリサーチと革新を刺激する。それにより、適切な

製品開発のツールキットを発達させ、画期的新薬開発における障害解決への取り組みを可能にす

る。 

• 中小企業にインセンティブを供与する。 

• EU 全体において適正な医薬品の製造管理および品質管理に関する基準(GMP)と医薬品の臨床試

験の実施に関する基準(GCP)の連携を強化する。 

• 特に、有用、透明かつ包括的な情報を患者・医薬品ユーザーや医療専門家に提供することに重点

を置き、当庁の透明化とコミュニケーションを促進するためのイニシアティブをとる。 

• 医療機関、大学、学界、学術団体およびその他の利害関係者と十分な意見交換を行う。 

• 引き続き、テレマティックシステムの EU 全域への普及と発展を促進する。 

• EMEA と非 EU 規制当局との国際協調を強化する。 

このロードマップ実施計画に示された行動計画の多くは、すでに当庁の 2005 年計画プロセスに組み込

まれている。EMEA の提携先や利害関係者との緊密な協力のもと、これらのイニシアティブの微調整は

2005 年を通して続けられる予定である。そして、その他の行動計画は 2010 年の実施完了を目指して、

今後の業務計画に組み込まれる予定となっている。 

また、追加的イニシアティブの必要性については、定期的に見直しが行われ、進捗に関するフィードバ

ックは EMEA マネージメント・ボード（管理委員会）(Management Board)と欧州委員会に対して定

期的に報告されることになっている。 
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治験問題検討委員会 中間報告【概要】  
 

平成18年9月  
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構  

１．趣旨  
○ 我が国の治験は治験環境が十分整備されていない一方で、アジア諸国

における治験環境は急速に整備され、グローバル治験がアジア諸国で行

われる傾向も見られる。  
  こうした状況が強まれば、我が国への医薬品等の申請及び承認時期  
は、常に欧米から遅れ、我が国の薬剤治療レベルが世界標準よりも低下

するという問題（ドラッグラグ）の拡大が懸念される。また、医療機器

についても同様の問題（デバイスラグ）が見られる。  
○ このため、昨年8月、医薬品医療機器総合機構の中に「治験問題検討  
委員会」を設置し、総合機構をめぐる急激な環境の変化に迅速に対応す

るため、治験問題を中心として総合機構が取り組むべき問題について幅

広く分析し、迅速に対応すべき方策を取りまとめた。  
 
２．検討結果（概要）  
 
第１章 医薬品に関する検討結果  
Ⅰ．治験データの評価のあり方、評価手法などの再検討  
 １．国際共同治験の推進  

・ 我が国が国際共同治験に参加するためには、治験環境・条件を改善す  
るとともに、審査等においても国際共同治験に係る治験デザイン、治験デ

ータ等の考え方を明確化することが重要。  
・ 国際共同治験において、日本人に対する適正な用量の確認が必要とな  
るデータのあり方は、個々の医薬品の特性や薬効群の違い、アジア人のデ

ータ数等で異なり、試験のデザインは、これらを十分に勘案して国内外の

症例数を決めることが必要。  
・ 国際共同治験の治験実施計画書に、我が国で実施する場合に考慮すべ  
き要因を反映させることが必要。このため、平成18年度より国際共同治験

に係る治験相談の優遇を実施。更に、各審査員の質の向上のための教育制

度の充実及び人員の増強が必要。  
・ また、国内外の症例数のあり方、医療環境の外的要因などについての  
基本的考え方を示すとともに、今後、国際共同治験の実績の蓄積も踏まえ

て、ガイドラインの明確化が必要。  
・ 国際共同治験の知見が蓄積されることにより、日欧米三極の審査機関  
の協力体制の構築に繋がることも期待。  

 
 ２．アジア地域における治験の位置付け  

・ アジア地域における治験データについて、ブリッジング試験等を行う  
ことなく円滑に受け入れるため、一定数の日本人を含むアジア地域の治

験を国際共同治験として推進することが必要。  
・ 日本人のデータ数の在り方などは実績を蓄積しながら科学的に検証し  
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ていくと共に、総合機構として治験実施計画書作成の初期段階より関係

企業を治験相談等を通して支援を強化することが必要。  
・ アジア地域における治験に我が国が参加することを通して、アジア各  

諸国の医薬品規制当局との治験や審査、GCP調査等に関する交流が強化さ

れることも期待。  
 

 ３．ファーマコゲノミクスなど、個人差により注目した評価手法の導入  
・ 今後、国際的にファーマコゲノミクスの評価手法を取り入れた医薬品  

開発や審査の重要性が増大することから、機構内のファーマコゲノミク

スプロジクトチームの参加等ファーマコゲノミクスに係る相談・審査体

制を質・量ともに強化することが必要。  
・ 関係企業に対しても、ファーマコゲノミクスの手法による解析を行い、 

データの蓄積に努めるべきである旨、治験相談等を通じた積極的な相

談・助言が必要。  
 
 ４．承認条件の設定及び市販後対策との連携を視野に入れた評価  

・ 医薬品の承認審査において、承認前に検証すべき事項と市販後の調査  
で対応可能または必要とされる事項を整理。  

・ 市販後の検証事項は市販直後調査等による対応、承認条件の活用によ  
り、承認審査に必要なデータの過重負担をなくし、開発期間及び審査期

間の短縮に繋がる。  
・ 総合機構において、安全対策部門を質､量ともに強化するとともに、  

審査部門と安全対策部門との連携を強化し、充実した市販後対策をとる

ことが必要。承認条件の遵守状況を確認できる体制の構築も必要。また、

承認条件を付する基準の明確化、具体的な活用のあり方について検討が

必要。  
 
 ５．治験相談体制等の充実  

・ 治験相談のすべての需要に対応するためには、担当人員の増強が最優  
先で必要。  

・ 治験相談においては、平成18年度より国際共同治験を実施するものを  
優遇しており、ファーマコゲノミクスに関する相談についても新たな措置

を検討。総合機構のホームページに治験関係情報コーナーの設置。  
 

Ⅱ．国内治験環境の改善に向けた方策の検討  
 １．GCPの運用の周知、相談体制の充実、関連文書の簡素化  

・ GCP実地調査終了後の医療機関に対する相談など医療機関への相談の充  
実、ホームページやＱ＆Ａ等の充実、医療機関を対象とした説明会等の充

実により、GCPを一層周知。また、GCP関連の必須文書の再検討、及び治験

計画書の届出事項の軽減の検討。  
 
 ２．GCP実地調査の充実強化  

・ GCP実地調査を主体とすることを明確にし、担当部の職員配置を考慮  
しつつ実地調査担当チームの増加を図り、調査対象医療機関数を増加。ま
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た、治験実施中の調査実施のあり方、及び治験実施医療機関IRBの登録等

の検討。  
 
 ３．GCP書面調査の実施方法の改善  

・ 基準適合性書面調査の効率化と申請企業の負担軽減を図るために、eC

RF（電子化された症例報告書）の具体的な導入方法、テレビ会議の活用、

治験中の実地調査の導入等についての検討。  
 
 
第２章 医療機器に関する検討結果  
Ⅰ．治験データの評価のあり方、評価手法などの再検討  
 １．新医療機器の海外データの活用・受け入れについて  

・ 「外国で実施された医療用具の臨床試験データの取り扱いについて」  
（平成9年3月31日薬発第476号）及び「医療機器に関する臨床試験のうち

外国で実施されたものの取扱について（平成18年3月31日薬食機発第03310
06号）」に基づき、海外臨床データの活用・受け入れを積極的に実施して

いる旨を講習会等を通し、直接欧米の製造業者に周知。  
・ GHTFで臨床試験の評価ガイドライン作りが検討中であり、これを踏  
まえ対応。  

 
 ２．治験・申請前相談制度の周知及び活用促進の方策  

・ 関係団体に対して、既に実績のある医薬品の相談事例の効果を示す  
など工夫をしながら、治験・申請前相談を積極的に周知していくとともに、

新たな相談区分の検討。  
 
 ３．先端的な新医療機器について、国際共同開発への日本の参画を促す方策  

・ 医療機器の国際共同治験（開発）の可能性について、FDA、厚生労働  
省等と協力して検討することが必要。  
･ 治験・申請前相談等において、早期より適切に相談に応じることによ  
り、国際共同開発が可能となるよう努め、海外を含めた関係団体等に周知。 

 
Ⅱ．国内治験環境の改善に向けた方策の検討  
 １．国内医療機関の治験実施体制の強化  

・ 米国FDA等の協力の下、HBDプログラムにおいて、米国と同レベルの  
治験実施のため、我が国の実施施設で医療関係者のトレーニング等を行っ

ており、今後、一般化することにより、国内医療機関の治験実施体制の強

化に貢献。  
 

 ２．GCP調査の充実強化  
・ 国内医療機関の医療機器の治験に対する実施体制は不十分な点も多  
いため、GCP調査を通して、効率的・効果的な調査方法を検討。  
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第３章 生命科学の先端医療技術に対する検討結果  
 
 ○ 遺伝子治療、再生医療等の生命科学分野や先端医療分野における技術的

な進歩は近年加速度的に進み、先端技術を用いた医薬品や医療機器（以下、

「先端医療技術応用医薬品等」という。）が研究・臨床応用され、さらに、

治験や承認申請が行なわれる。  
 
○ このため、確認申請の前の相談を含めた治験相談や、迅速かつ的確に審  
査に対応できる人員を、質、量ともに至急充実強化することが必要。研究者

や企業関係者等に対しても、治験相談等を通した詳細な指導も必要。  
 
 ○ 当該分野の経験を蓄積し、各種ガイドラインを準備するとともに、各種

規制や製造販売後安全対策などについて、逐次改善、強化、簡素化など見

直しを図ることが必要。また、FDAやEMEAとの人的交流を含めた、より緊密

な関係の構築が必要。  
 
 ○ さらに、最先端の技術に係る可能性のあるリスク等について、患者や医

療関係者に情報提供することの義務付けや、市販後のフォローアップを承

認条件とすることを前提とした審査等により、有用な医療技術の医療の場

への迅速な提供に十分配慮することが必要。  
 
 
 
 



治験問題検討委員会 中間報告 

 

平成18年9月 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 

  

 ＜はじめに＞ 

  「より有効で」「より安全な」医薬品や医療機器を「より早く」患者に届ける 

ことを使命として、医薬品医療機器総合機構（以下「総合機構」という。）は、 一

昨年4月の設立以来、審査・安全対策の充実強化を目指してきた。 

  現在、我が国における医薬品の審査状況については、平成9年に国立医薬品食品研

究所医薬品医療機器審査センターが設置されて以来、審査時間は短縮されており、

なお改善すべき問題はあるが、欧米と比べてかつてのような著しい差はなくなって

いる。 

 しかしながら、近年、欧米における開発を先行させ、これに遅れて、我が国 にお

ける開発を開始し、欧米における臨床試験データと国内で行われたブリッジング試

験データを用いて我が国に申請する開発形態が定着してきた。 

  さらに、ここ1～2年、欧米における臨床試験と同時に、我が国を除くアジア諸国

を含めた三極同時開発の動きが急速に高まってきている。この背景には、我が国で

の治験環境が十分に整備されておらず、他の諸国と比べて治験に係わる費用が高く、

開発スピードも遅いため、国際共同治験に我が国を含めることは、スピード、開発

コストなどの面から魅力的であるとは言えないこと、その一方で、他のアジア諸国

での治験環境が急速に整備され、低コストでの治験の実施が可能となりつつあるこ

となどがあげられる。 

  このような傾向が強まれば、我が国への承認申請は常に欧米から遅れることとな

り、欧米では使用できる医薬品が我が国では使用できない事例が多くなる。その結

果、我が国における薬剤治療レベルが世界標準よりも低下するといった問題（ドラ

ッグラグ）が解消されるどころか、ますます大きくなる恐れ がある。 

  また、医療機器についても、医薬品の場合と同様に欧米における開発が進行し、



欧米よりも相当に遅れて我が国に承認申請が行われる「デバイスラグ」の実態が見

られている。 

このように我が国から最先端の医薬品や医療機器の開発が逃避するということは、

我が国の患者が最先端の医療を受けることが出来ないのみならず、先端技術を用い

た医薬品や医療機器の開発やそれら臨床開発が我が国から逃避することを意味し

ており、短期的にも､また長期的に見ても、我が国にとってその社会的な損失は極

めて大きいものと考えられる。さらに、我が国の治験に従事する医師や研究者など

にとっても、世界初の製品開発に参加できないということは、経済的なインセンテ

ィブもさることながら、アカデミックなインセンティブを削ぐことにもなり、基礎

研究の成果を社会に還元するための臨床研究の発展を阻害することも懸念される。 

以上のような状況を打開し、我が国の患者が世界最先端の医薬品や医療機器の恩恵

に与れるようにするためには、欧米と我が国を含むアジアの三極における医薬品や

医療機器の国際同時開発､国際同時申請などを可能とするための方策を緊急に講じ

ることが必要である。 

また、最近は、国際的に臨床開発期間の短縮に向けて、FDAのクリティカルパス戦

略や、EMEAのマイクロドージングの導入などの取り組みが行われており、我が国に

おいても、総合科学技術会議を中心に新たな方策の展開が検討されている。 

さらに、再生医療や遺伝子治療等に代表される先端的な技術を用いた医薬品や医療

機器、また、その複合製品の開発は、欧米のみならずアジア諸国においても国を挙

げて取り組んでいる。我が国においても政府は、そのための研究開発に多大の支援

を行ってきており、総合機構としても、安全かつ有効な最先端の製品を用いた医療

を国民に一日も早く提供できるよう、さらなる方策を講じる必要がある。 

本検討委員会においては、このような､総合機構をめぐる急激な環境の変化に対応

するため、治験関係の問題を中心として､総合機構が取り組むべき問題点について

幅広く分析し、迅速に対応すべき方策を取りまとめた。 

 



 第１ 医薬品に関する検討状況 

  

 Ⅰ．治験データの評価のあり方、評価手法などの再検討に関する検討状況 

 １．国際共同治験の推進 

 （１）現状と課題 

医薬品開発の国際化が進む中、新規の医薬品を開発する場合には、開発初期の段階

から国際共同治験の実施を含めた開発戦略を採用する事は不可欠となっており、現

在の医薬品の開発力、市場性等に鑑みると、米国、欧州及びアジアの三極の全て、

あるいは一部を含めて国際共同治験が実施されるケースがますます増加するもの

と考えられる。 

 我が国においては、1998年にICH-E5ガイドラインが公表されて以来、欧米で臨床

開発が先行した医薬品について、ガイドラインに基づくブリッジング試験を実施す

ることにより欧米で得られた海外臨床データを利用する、いわゆるブリッジング開

発戦略が数多く採用され、一定の成果を上げて来ている。しかし、ブリッジング開

発戦略は、そもそも欧米に比べて数年以上国内開発が遅れている場合に採用される

事が多いため、ドラッグラグの本質的解消には不十分な効果しか期待出来無い。ま

た、開発しようとする医薬品の性質や、対象疾患領域によって、ブリッジング試験

の設計や実施の難易度にかなりの幅があり、必ずしも万能の開発戦略では無いこと

も明らかとなって来た。 

 ICH-E5ガイドラインが公表されて以来8年が経過し、我が国ではブリッジング開発

戦略を通じて、医薬品の種類、対象疾患領域、臨床開発の国際的進展状況に応じ、

国内外の治験データを活用する知識経験が着実に蓄積しつつある。 

 しかし、ドラッグラグの解消を一層強力に推進するためには、要所要所に国際共

同治験の実施を組み込んだ臨床開発戦略を積極的に推進することが重要である。 

 医薬品や医療機器の世界同時開発、世界同時申請を実現する国際共同治験のプロ

トコール作成にあたっては、人種や民族等の国際的な多様性を考慮し、欧米に加え

て、わが国を含むアジア地域の被験者を組み入れるバランスのとれたデータの収集

を目指すことが必要である。 



しかしながら、我が国で国際共同治験を実施することは、治験のスピード、コスト

や、医療機関における治験実施体制等の面で治験環境・条件が整備途上であること

など、多くの課題が残されていることから敬遠されがちである。 

また、審査等においても、国際共同治験の中での国内外のデータの位置付け、評価

等が必ずしも明確にされてこなかったことなどもあって、国際共同治験に我が国を

含めて行おうとするインセンティブに乏しい面があったことは否めない。 

今後、国際共同治験が我が国を除いた欧米主体で行われる傾向が拡大すれば、欧

米と並ぶ三極の一つとしての日本は、新医薬品開発の国際的な分担を果たしてい

ないことにもなり、我が国の国際的地位の低下は免れないと思われる。 

 

   （２）今後の対応 

今後の医薬品開発に際しては、我が国を含めた国際共同治験の実施を推進し、我

が国の医薬品開発が、国際的な開発ステージよりも遅延することがないよう取り

組んでいくことが必要である。 

このためには、我が国の治験環境・条件の改善を図るとともに、審査等において

も国際共同治験の実施を前提とした治験デザイン、治験データ等についての考え

方・スタンスを明確にしておくことが重要である。 

第一に、日本人に対する適正な用量を確認するためのデータのあり方である。これ

までに我が国で承認された医薬品の用量における効能・リスクに関する国内外の差

等の状況を勘案して、原則として一定の日本人データを必要としていた。この考え

方は、ICH-E5（外国で実施された医薬品の臨床試験データの取扱いについて）のガ

イドラインで示されている考え方とも符合するものである。 

例えば、投与量が、抗がん剤の注射剤等のように体表面積当たりや体重当たりで定

められているものではなく、生活習慣病に用いる経口剤等のように「成人1人」当

たりで投与量を定められているものについては、日本人と外国人で体格差なども考

慮する必要があり、日本人に対する適正な用量を確認する必要性が高いと考えられ

る。このように日本人に対する適正な用量を確認する場合にも、必要とされるデー

タは医薬品の特性や薬効群により異なり、また、単一用量の試験で可とするのか、



複数用量での比較を行うのか、さらには、欧米人の他に、日本人と体格の近いアジ

ア人のデータがどの程度あるのかなどによっても変わってくるので、一概に示すこ

とは困難である。したがって、治験のデザインに当たっては、これらを十分に勘案

して国内外の症例数を決めることが必要である。 

第二に、治験実施計画書のあり方である。国際共同治験を実施する場合は、可能な

限り治験実施計画書を国内外で統一化することが重要である。しかし、海外である

程度、治験実施計画書が作成された後に、それに従った治験をそのまま国内で実施

しようとすると、医療環境の差異から治験の実施が困難となる場合も想定される。

このような場合には、国際共同治験の実施を推進する観点から、個別にある程度の

治験実施計画書の相違を許容することも考えられ、国際共同治験に係る治験実施計

画書作成を開始する段階から、国内の治験関係者が計画書作成に関与していく必要

がある。 

以上のような医薬品の特性等による考慮すべき要因をいち早く治験実施計画書に

反映させる上で、現状でとり得る最も効果的な方策としては、総合機構と関係企業

が開発初期の段階から治験相談により緊密に対応することが必要と考えられる。総

合機構においては、治験相談の日程調整方法の暫定措置として平成17年度より総合

的に見て重要度の高いものを優先する方法を採っているが、更に平成18年度より国

際共同治験に関する治験相談については、優遇することとしたところである。その

場合、同一案件に関する複数回の相談についても、優先的対応が必要と考えられ、

更に国際共同治験のみならず、開発期間を短縮するための国際共同開発の方針につ

いても治験相談の中で対応が求められることが想定される。 

また総合機構においては、国際共同治験においてこのような頻回かつ密度の高い治

験相談を実施できるよう、各審査員の質を向上させるための教育訓練の充実や人員

の増強を図る等相談体制の一層の充実が必要である。さらに、国際共同治験での治

験実施計画書の検討に反映できるよう、国内外の症例数のあり方、医療環境等の外

的要因などについてできるだけ早く総合機構の基本的考え方を示すとともに、今後、

国際共同治験に基づく三極同時開発の実績の蓄積も踏まえて、できるだけガイドラ

インを明確にしていくことが必要である。 



このような対策を講じることにより、三極での国際共同治験の推進を図ることがで

きるものと考えられる。さらに、国際共同治験の実施が増え、治験の実施方法につ

いての知見が蓄積されることにより、審査担当者における理解が進み、三極の審査

機関における審査協力体制の構築に繋がる可能性も期待される。 

  

   

 ２．アジア地域における治験の位置づけ 

 （１）現状と課題 

近年、我が国以外のアジア諸国における治験環境が整備され、ICH-GCPに準拠した

治験の実施が可能な施設が整備されてきたこと、治験に係るコストも我が国で実施

する場合に比べて安価なことなどから、治験におけるアジアの役割が増大している。

今後、承認申請される医薬品の臨床データは、アジア地域のデータが海外データと

して提出されることが多くなると考えられる。 

アジア人（モンゴロイドの場合）は、欧米人と比較すると、日本人との民族差、体

格差といった要因については差が少ないと想定される一方で、通常の治療方法等の

医療事情や生活習慣等の外的要因の差異が存在する可能性はある。 

これまで、我が国では、アジア人と日本人を比較して評価した実績がまだ乏しく、

今後は、こうした評価事例を蓄積していく必要がある。 

しかし、近年アジア地域において行われる治験では、日本人を除外しているか、組

み入れたとしても少数例で行われる傾向があるが、こうした欧米諸国と我が国以外

のアジア諸国との間での国際共同治験が増加すると、我が国における治験の空洞化

がさらに悪化し、日本人で検討されたデータがさらに減少していく可能性も否めず、

このような危機的な状況を打開するためには、アジア地域で実施される国際共同治

験において、我が国の果たすべき役割について早急に明確にしていくことが求めら

れている。 

  

 （２）今後の対応 

アジア地域における治験データをブリッジング試験等を行うことなく円滑に受け



入れるためには、一定数の日本人を含むアジア地域での治験を国際共同治験として

推進することが必要である。 

アジア地域における治験の中で、どのくらいの日本人の症例数が必要かは、現時点

ではまだ実績が少なく、医薬品の特性や薬効群によっても異なると思われるため、

先ずは国際共同治験に向けての基本的な方針を示し、その後は、国際的な動向も踏

まえ、個別の事例の評価を蓄積しながら、より具体的なガイドラインを整備してい

くことになると考える。例えば、薬物動態が日本を含めたアジア地域の民族集団間

でほぼ類似していること、及び、通常の治療方法等の要因が日本とアジア諸国とで

ほぼ類似していることを示すことができれば、完全な臨床データを日本人のみで収

集する必要性はなくなる場合もあると思われる。 

以上のことから、科学的検証を行うためにも、実績が蓄積されるまでの間、当面は、

アジア地域の治験に一定数の日本人を含めて検討していくことが必要であると考

えられる。 

このように企業サイドのみでは判断できない事項も多いことから、総合機構として

治験実施計画書作成の初期段階より関係企業に対して治験相談等を通して支援を

強化していくことが必要である。このため、総合機構においては、アジア地域で実

施される国際共同治験に関する治験相談についても、平成18年度より１．と同様に

優遇措置を設けたところであるが、更に、より充実した相談が実施できる体制の整

備を図っていくことが必要である。 

このような対策をとることにより、総合機構の立場から、アジア地域を含む三極で

の国際共同治験の推進を図っていくことができる。さらには、我が国は三極の一つ

として、アジア地域における治験に我が国が参加することを通して、治験に参加し

たアジア諸国の医薬品規制当局との治験や審査、GCP調査等に関する交流が強化さ

れ、アジア地域のレベルの向上に貢献していくことが期待されている。 

なお、平成18年10月には我が国でAPECネットワーク会議が開催され、その場におい

てアジア地域における国際共同試験について議論することとしており、この会議を

契機にアジア地域の医薬品規制当局との交流を一層進めていくことが必要である。 

  



  

 ３．ファーマコゲノミクスなど、個人差により注目した評価手法の導入 

 （１）現状と課題 

医薬品の有効性及び安全性に遺伝的要因が関連していることが明らかとなりつつ

あり、各患者で医薬品の有効性及び安全性に関連する遺伝的プロファイルを同定す

ることで、医薬品の投与対象としての適切性や投与量の適切性を予測することが可

能となりつつある。これはファーマコゲノミクス（pharmacogenomics：ゲノム薬理

学）と呼ばれる分野であり、既にファーマコゲノミクスを応用した医薬品開発が始

まっている。 

我が国だけでなく欧米諸国においても、ファーマコゲノミクスを利用した治験とそ

のデータの承認審査における取り扱いについては、積極的な検討が進められており、

ICHにおいても、ガイドライン作成について検討が開始されている。 

  

現在、我が国では、平成17年3月18日薬食審査発第0318001号厚生労働省医薬食品局

審査管理課長通知「医薬品の臨床試験におけるファーマコゲノミクスの利用指針の

作成に係る行政機関への情報の提供について」に基づき製薬企業から提出されたデ

ータについて、詳細な検討を行っているところであり、ファーマコゲノミクスを利

用した適切な治験の実施を推進するための方策について、厚生労働省と総合機構が

協力して検討する予定である。 

ファーマコゲノミクスを利用することは、遺伝的プロファイルの差異と医薬品の有

効性及び安全性との関連性を詳細に検討することが可能となり、チトクロームP45

0（cytochromeP450）等の薬物代謝酵素における遺伝子多型プロファイルに基づき、

医薬品の用量を調節することで、ベネフィット／リスク比を向上させることが期待

されている。 

したがって、今後の医薬品の開発においては、可能な限り、ファーマコゲノミクス

の手法を利用することが適切と考えられる。また、これまで海外臨床試験成績を評

価する上では、日本人と外国人との人種に基づく差異を主として比較してきたが、

ファーマコゲノミクスを利用することで、人種は異なっても遺伝的プロファイルが



同様であるような集団での層別解析が可能となるため、医薬品評価における新たな

ツールを提供してくれる可能性がある。特に重篤な副作用を避けるための安全性の

評価に有効と考えられる。 

しかしながら、医薬品の承認申請において、現時点では、ファーマコゲノミクス分

野の進展が著しく、これに対応する十分なデータもまだ蓄積されていないため、当

面は、各ケースで最も適切と考えられるアプローチを選択していく必要があり、総

合機構と開発企業、治験担当医師等との間で予め十分な検討を行った上、データの

蓄積に努め、審査等において利用していく段階にある。この他、ファーマコゲノミ

クスの分野のデータを収集するためには、被験者に対して遺伝子解析研究の詳細な

同意説明を行う必要があり、個人情報の保護も含め治験実施施設側の受け入れ体制

の充実、適切なガイドラインといったファーマコゲノミクスが実施できる日本の医

療環境の整備が重要との指摘があることにも留意する必要がある。 

  

 （２）今後の対応 

総合機構は、設立以来、治験相談に際して、ファーマコゲノミクスに関する相談が

あればそれに対応できるように体制を整えてきているが、ファーマコゲノミクスを

利用した治験を推進することは、日本人における医薬品のベネフィット／リスク比

の向上に繋がると考えられるため、積極的にファーマコゲノミクスを利用した治験

のあり方、治験を実施する上での問題点等について検討を進めていくことが重要で

ある。 

また、今後、国際的に見ても、ファーマコゲノミクスの医薬品開発や審査における

重要性がさらに増すことが想定されるため、総合機構におけるファーマコゲノミク

スに係る相談や審査体制を質、量ともに強化する必要がある。具体的には、ファー

マコゲノミクスを利用した治験に係わる治験相談については、総合機構内に設置さ

れているファーマコゲノミクスプロジェクトチームも参加して治験相談を行うこ

とができるよう体制整備をより強化していくことが必要である。 

さらに、関係企業に対しても、国際的な動向を注視し、治験の実施に際してはファ

ーマコゲノミクスの手法による解析を行い、データの蓄積に努めるべきである旨、



治験相談等の機会を通して、積極的な相談・助言を行っていくことが必要である。 

  

  

 ４．承認条件の設定及び市販後対策との連携を視野に入れた評価 

 （１）現状と課題 

医薬品の製造販売に係る承認条件は、薬事法において、保健衛生上の危害の発生を

防止するために必要な最小限度のものに限って付すことができるとされている。 

医薬品の有効性及び安全性については、承認前の審査段階で可能な限り検証してお

くことが望ましいが、臨床試験において検証できる症例数、期間等には限界があり、

多くの場合は市販後においてもさらに継続して検討することが適切と考えられる。

そのためには、先ずは承認前に検証すべき事項と市販後の調査で対応が可能または

必要とされる事項を明確に整理し、市販直後調査実施計画書の策定が必要である。

その上で、現行の市販後調査で制度的に対応できない事項については、個別に承認

条件として付すことを効果的に活用することによって、承認までの開発段階で必要

なデータを最小限なものとし、過重な負担をなくすことによって、医薬品の開発期

間及び審査期間を短縮し、より良い薬をより早く患者のもとへ届けることが可能に

なるものと考えられる。 

近年では、国際共同治験の実施も増加しており、より効率的な開発が検討されてい

るが、国際共同治験の実施により、全体の症例数に占める日本人症例数の割合が低

下し、日本人のデータが従来よりも少なくなることも考えられるので、このような

場合には、リスクマネジメントの上から、市販後対策のより一層の強化が必要とな

る。 

欧米においても、新薬の安全性確保等の観点から、条件付承認制度の導入や有効活

用が検討されている。我が国は、平成14年の薬事法改正で、承認条件に違反した場

合の罰則規定が設けられたところ（平成17年4月1日施行）であり、また市販後安全

対策等についても、関係企業や関係医療機関等の理解と協力が得やすい環境にある

ことから、審査から市販後までを一連のものとしてとらえたトータルなリスクマネ

ジメント体制を世界に先駆けて構築することが可能であると考えられる。 



  

 （２）今後の対応 

承認条件を付された医薬品については、市販後に残された課題について確実に実行

し、充実した市販後対策をとるための指導を十分に行う必要がある。 

総合機構においては、安全対策部門の体制を質、量ともに強化するとともに、審査

部門と安全対策部門との連携をより一層充実させ、承認条件の遵守状況も確認でき

る体制を構築することも必要である。 

また、新医薬品でリスクも高いと予測される薬剤は、市販後に、急速に多数の患者

で医薬品が使用されると、予期せぬ重篤な副作用が短期間に多発する可能性がある

ので、このようなことを防ぐために、一定期間はその医薬品の使用を十分な知識・

経験を持つ医師・医療機関（特定機能病院や専門医など）等に限定することなど、

オーファンドラッグを含め医薬品の特性に応じた安全対策をきめ細かく行うため

に承認条件を付する基準の明確化、また、より具体的な活用のあり方について検討

する必要がある。 

  

  

 ５．治験相談体制等の充実 

 （１）現状と課題 

審査の円滑化、迅速化を進めるためには、承認申請前の治験相談等を十分に行って、

基本的な問題を早期に発見し、解決していくことが重要である。 

このため、総合機構においては、審査と並んで治験相談等に重点を置いてきたが、

治験相談需要が急増して総合機構の相談対応能力をオーバーフローする非常事態

になったため、現在は、総合的にみて重要度の高いものから相談対応する暫定措置

を行っている。 

従って、相談体制の整備を速やかに図り、できるだけ早期にすべての相談需要に対

応できる体制を構築することが大きな課題となっている。 

さらに、国際共同治験の広がりに伴い、このような需要にも対応できるよう、治験

相談の充実強化が必要となっている。 



また、治験相談では、医薬品候補物質発見プロセスでの効率化、動物での適切な疾

患モデルを開発するなど非臨床試験における効率化、臨床試験の効率化など様々な

過程で検討すべき事項があり、治験相談体制を整備することで医薬品開発をより効

率的なものにすることができるものと考えられる。 

 しかし、現在の治験相談は、相談者から提示された審査上の論点に関連する相談

が中心となっているが、最近の臨床開発期間の伸長に鑑み、開発効率を高め、より

良い医薬品がより早く開発されるためにも、開発戦略に対する積極的な助言・指導

が必要と考える。 

  

 （２）今後の対応 

治験相談のすべての需要に対応するためには、今後担当人員の増強を最優先で 図

るとともに、担当者の専門性をレベルアップする十分なトレーニングが必要である。

また、よりタイムリーでフレキシブルに相談に対応できる制度を構築する必要があ

り、短期的には、受付方法、相談区分の見直し、記録作成の効率化などの改善が必

要と考える。このうち、平成17年には治験相談の申し込みや申請品目の多い分野の

審査チームを増設するとともに、平成18年度からは記録作成の効率化については平

成18年度より進めており記録確定までの時間の短縮化が図られつつある。 

さらに、今後、国際共同開発やファーマコゲノミクスの重要性が増してくることか

ら、治験相談においても、国際共同治験を実施するものやファーマコゲノミクスに

関する相談を優遇することも必要である。このため、平成18年度より新有効成分の

国際共同治験を実施する場合の優遇措置を設けたところであり、ファーマコゲノミ

クスに関する相談についても、新たな措置を検討しているところである。 

また、総合機構のホームページ（英語版も含め）に、治験関係情報コーナーを設け、

関係規定・通知・ガイドラインや、事例集、Q&Aなどもできるだけ掲載することと

している。 

  

  

 Ⅱ．国内治験環境の改善に向けた総合機構としての取り組むべき方策の検討状況 



  

我が国において、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成9年3月27

日厚生省令第28号）」が施行された平成10年頃より「治験の空洞化」が問題視され

始めた。国内の治験実施数が減少し、新医薬品開発の多くが海外先行で行われ、あ

るいは我が国で探索的に開発された医薬品であっても、海外先行で治験を実施し、

海外先行で申請する傾向が顕著となり、結果的に我が国の患者が世界最先端の医薬

品等の恩恵に浴する機会が遅れているという「ドラッグラグ」の問題が大きくなっ

てきている。 

治験実施数が減少している主な原因としては、我が国の治験が「コスト」、「スピ

ード」、「クオリティ」等の面で課題があることが挙げられているが、国内治験環

境の改善を図るために、総合機構としては、GCP調査の意義・内容の周知、調査の

実施方法の見直し等をとおして治験実施医療機関等のクオリティ向上とともに、治

験のスピード向上等に貢献できるものと考える。 

また、基準適合性調査の実施方法等については、製薬企業等と総合機構の担当部職

員間で、定期的に情報交換を実施しており、さらに、関係団体とワーキングチーム

を開催し、検討を進めているところである。 

  

  

 １．GCPの運用の周知、相談体制の充実、関連文書の簡素化 

 （１）現状と課題 

第一に、GCPの運用については、基準適合性調査の結果から、GCPや関連通知等を十

分理解していない治験実施医療機関や製薬企業があることが判明しているため、更

なる周知が必要である。 

第二に、GCP調査に係る情報提供等については、総合機構HPに「信頼性保証業務の

目的」、「実施手続き」、「チェックリスト」等を公表しているが、これらに加え

て、Q&Aなど現況に合った最新版を公表することも必要である。 

第三に、研修（説明）会については、主に製薬企業や開発業務受託機関（Contrac

t Research Organization）（以下「CRO」という。）関係者を対象とする「GCP研



修会」を開催しているが、総合機構が主催し、（財）日本薬剤師研修センターが実

施している治験コーディネーター（Clinical Research Coordinator）（以下「CR

C」という。）養成研修を行っているが、総合機構として、医療関係者を対象とし

た研修（説明）会を開催していないため、今後こうした研修会を充実させることが

必要である。 

第四に、これまで、治験実施医療機関及び製薬企業などからGCP等により求められ

ている文書がICH-GCPで求められている文書に比して過重となっているとの指摘が

なされている。欧米と我が国で規定されているGCPで大きく相違する点は、治験の

契約対象（医師（欧米）か医療機関の長（日本）か）と、中央IRBの規定の2点であ

ると思われるが、GCPの目的達成に照らして、必須文書の必要性と対象者の負担の

程度などについて改めて検証し、関係者の理解を得る必要がある。また、治験計画

届の届出事項の軽減について、平成17年8月に関係団体から要望書が提出されてい

る。 

  

 （２）今後の対応 

  ①医療機関を対象とした相談体制の充実 

現在、総合機構では、GCP実地調査対象医療機関に対し、調査終了後に、GC 

Pに係る相談にも対応している。今後、総合機構が実施している治験相談の一環

として、医師主導治験の実施医療機関等を対象としたGCPに係る相談業務を行う

ことについて、医療機関側等におけるニーズを把握しつつ、その必要性等を検

討する。 

  ②ホームページやQ&A等の充実化 

総合機構のホームページ（英語版も含め）に、治験関係情報のコーナーを設 

け、関係規定・通知・ガイドラインや、Q&Aなどを逐次掲載することとする。 

治験を実施する際に留意すべき事項として、治験実施計画書からの逸脱が 

認められた場合の医療関係者（CRCも含む）並びに治験依頼者（CROも含む）の対

応策等を追加・例示し、その内容の充実をさらに図ってきたところであり、今後

ともその充実に努める。 



また、Q＆A集についてもその作成について検討していくこととする。 

③医療関係者（治験施設支援機関：Site Management Organization（以下、「S 

MO」という。）を含む）を対象とした「治験（GCP）研修会（仮称）」、「意見

交換会」、「説明会」等の充実を図っていく。 

   ア．医療関係者に対するGCPの周知徹底を図るため、医療機関への説明会等を利

用してGCPの趣旨について、啓発を図っていく。 

   イ．医療関係者に対し、「GCP研修会」への参加案内を送付し、医師も含めて当

研修会への参加を促進するとともに、医療関係者に有益な発表への発表内容の充実

を図る。 

   ウ．医療関係者が参加する学会・研修会等に働き掛けて、その要請に応じGCP

の運用解釈に係る講演を企画してもらい理解を求めていく。 

④GCP関連の必須文書の再検討 

ICH-GCPが求めている文書と、現在、国内で求められている文書を比較す 

ると、国内外の制度の違いに由来し、国内のみで求められている文書もあるが、

総体的に国内外の必須文書自体に大きな違いはないと思われるが、GCPの目的

達成のために必要最小限な文書のあり方を再検討する。 

厚生労働省医薬食品局の「治験のあり方に関する検討会」の検討結果も踏 

まえて、文書の簡素化等に対応していきたい。 

⑤治験計画書の届出事項の軽減 

治験届出事項の軽減については、厚生労働省において検討を開始しており、 

総合機構としては、その結果も踏まえて、④と同様に対応していきたい。 

  

  

 ２．GCP実地調査の充実強化 

 （１）現状と課題 

新薬の承認申請における申請資料の基準適合性調査は、当該資料の根拠となった資

料（以下「根拠資料」という。）と申請資料の信頼性を確保することを目的とし、

申請された品目の有効性及び安全性評価の根拠となる全ての臨床試験を対象とす



ることで日米欧の見解は統一されている。 

我が国においては、根拠資料のうち、症例報告書（Case Report Form（以下、「C

RF」という。））等とCRF等の元となる文書、データ及び記録（診療録、検査記録、

画像記録等）との間の信頼性について、抽出した医療機関でGCP実地調査を実施す

ることにより確認しているが、現在の体制の下においては、CRF等と申請資料との

間の信頼性については、適合性書面調査をピボタルな治験に参加した全ての医療機

関について実施することにより確認し、両者を以て国際的な水準に合致する申請資

料として信頼性保証を行う体制をとっている。 

今後は、治験実施医療機関における治験の質のより一層の向上を図るために、GCP

実地調査を充実強化し、治験実施医療機関に対し実地に指導・助言することが重要

と考えられるが、申請品目に係る治験実施医療機関全てに実地調査を行うことは膨

大な人員を必要とするため現実的ではない。したがって、治験実施医療機関の質の

向上を図るため、実地調査の実施回数の拡大とともに、より効果的・効率的な実地

調査のあり方等を検討する必要がある。 

また、GCP調査は承認申請後に行われるため、事後の信頼性の確認となるが、治験

環境の改善等を図るためには、治験実施中の実地調査を行うことが効果的と考えら

れることから、この導入も課題である。 

  

 （２）今後の対応 

  ①GCP実地調査を主体とする方向 

   申請資料の適合性調査については、GCP実地調査を主体とする方向で担当人員の

充足を図りながら、GCP実地調査担当チームの増加を図り、着実に実施回数と実地調

査対象医療機関数を計画的に増加させて、欧米並みの実施レベルを目指すこととす

る。なお、人員を充足する中で、医系専門員の増員等も考慮する。 

  ②GCP実地調査内容の改善 

   GCP実地調査については、現在は照合を中心として行われるが、今後は、医療機

関内のプロセスを中心として治験レベルの向上に資するような調査のあり方や効果

的・効率的な方法等について、関係団体等の意見を聴取しつつ、さらに調査内容の



充実を図るべく検討を進める。 

   ③対象医療機関の選定等 

   従来、GCP実地調査対象医療機関の選定については、実地調査未実施の施設を優

先して選定してきたが、今後、過去の調査結果などの調査データベースを構築して

調査対象医療機関の優先度の評価基準を明確化し、実効性のある効率的な実地調査

の実施を図る。 

   また、外国の査察当局で既に実施された調査結果についても、評価要素として

検討するものとする。 

④治験実施中の調査実施のあり方の検討 

治験実施中に製薬企業や治験実施医療機関の求めに応じて、任意の実地調査 

を実施する仕組みの導入について、制度面を含めGCP調査全体の中の調査の位置

付け、実施方法・実施時期、費用対効果等の観点も踏まえ、関係団体等の意見を

聴取しつつ検討を行うこととする。 

⑤治験実施医療機関IRBの登録等の検討 

厚生労働省医薬食品局の「治験のあり方に関する検討会」において、IRBの 

質や機能の向上について議論が行われ、IRBの登録、公開などの具体的な改善方

策（中間まとめ(その2)）が取りまとめられており、総合機構においてもこれを

踏まえて検討を進める必要がある。 

 

  

３．ＧＣＰ書面調査の実施方法の改善 

（１）現状と課題 

海外諸国で実施した治験に係る症例報告書等の根拠資料が紙媒体の場合、我が国に

搬入することができない場合があり、旧機構では搬入できない根拠資料は、基準適

合性書面調査の対象としないとされていたが、「医薬品等の承認又は許可に係る申

請等における電磁的記録及び電子署名の利用について（平成17年4月1日薬食発第0

401022号）」により電磁記録とした症例報告書（以下「eCRF」という。）を正本と

することが可能になったため、電磁的記録の受け入れに向けた検討が必要である。 



また、基準適合性調査の効率の向上と申請企業の負担軽減を図るため、臨床試験に

おけるeCRFの導入等が検討課題となっている。なお、これまで、eCRFを対象とした

適合性書面調査の調査経験はない。 

書面調査の実施方法等については、これまで、調査の重点化（総合機構への搬入資

料の軽減）や企業側参加者の縮減要請等により簡素化を進めてきたが、さらなる改

善要望が関係団体から出されている。 

 

（２）今後の対応 

①eCRFの具体的な導入方法等の検討を行う。 

②基準適合性調査による製薬企業の負担を軽減するためテレビ会議の活用法等 

の検討を行う。また、書面調査のさらなる簡素化について、実地調査の充実強

化に係る具体的方策、治験実施中の任意の実地調査の導入等の検討を行いなが

ら、費用対効果等も考慮し、関係団体等の意見も聴取しつつ、併せて検討を行

い一定の結論を得ることとする。 

  



 第２ 医療機器に関する検討状況 

  

 ＜問題認識＞ 

新医療機器等の開発において、その臨床での有効性、安全性を確認するための治験

は不可欠であり、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成１７年厚

生労働省令 第36号）」の平成17年4月1日施行等により、医療機器に係る医師主導

治験の制度化等、治験の円滑な実施体制の構築が図られてきたが、医療機器の申請

に係る治験については、未だ課題が多く残されている。 

一方，国際的な視点で我が国の医療機器の開発，承認の現状を見ると、欧米で開発

された機器は欧米での承認等の後にわが国に申請されることが多い。申請に際して

は、海外データのみでも可能であるが、国内での治験データを必要とする場合があ

る。国内治験データを必要としない場合でも、わが国への申請時期が遅れることが

あることに加え，欧米における医療機器の開発サイクルが速いことから、欧米で使

用されている最先端の機器が我が国では使用できない状況が一部生じている。この

ような状況を解消するためには、日米の医療機器承認システムと欧州の認証システ

ムとの相違を考慮して、少なくとも日米での同時開発（共同治験、同時承認等）が

重要な課題と考えられる。これを実現するためには、我が国の治験環境の改善等を

図る必要がある。 

医療機器の治験については、医薬品と同様に、治験に係る期間が長期にわたり、治

験の実施に係るコストが高く、各種の負担が重いため、我が国での治験が円滑に行

われにくい状況にあり、治験に係る関係者から治験実施環境の改善や実務上の負担

軽減等の課題が指摘されている。 

これと同時に、医療機器の臨床試験については、海外臨床試験データの民族差の視

点が医薬品と異なることに留意する必要があるほか、また、実績のある治験実施医

療機関が少ないこと，治験依頼者のモニター機能が今までなかったこと、治験・申

請前相談が未だ十分に活用されていない等の課題があることも留意する必要があ

る。 

これらを踏まえ，医療機器の治験のあり方について検討を行った。 



  

  

 Ⅰ．治験データの評価のあり方、評価手法などの再検討に関する検討状況 

 １． 新医療機器の海外データの活用・受け入れについて 

 （１）現状と課題 

海外で実施されたデータの受け入れについては、「外国で実施された医療用具の臨

床試験データの取り扱いについて（平成9年3月31日薬発第476号）」及び「医療機

器に関する臨床試験のうち外国で実施されたものの取扱いについて（平成18年3月3

1日薬食機発第0331006号）」により、海外で実施された臨床試験の試験成績のみの

申請も受け入れが可能であることが明確にされている。また、厚生労働省では、後

者の通知に係るQ&Aを平成18年6月23日に発出しており、この中で臨床試験の試験成

績の受け入れ可能な国又は地域の考え方等を示している。これまでも海外データを

積極的に受け入れており、特に、一部の埋め込み型医療機器では、それ以前に求め

ていた国内の臨床試験に関する補完データの提出も必要としないこととしている。 

しかしながら、これらの情報が海外製造業者等に情報が十分伝わっていないため、

海外製造業者の中には、申請のためには我が国での臨床試験が求められるとの誤解

を持ち続けて承認申請を躊躇し、結果として海外で使用されている医療機器の一部、

国内で使用できないという事態が生じている面も考えられる。 

また、我が国においては、ある種の医療機器群で、海外で使用されている機器より

数世代前のものが使用されている例がある。これは海外製造業者の中には、1世代

目の機器の承認をとった後、2世代目の機器を申請、その承認後3世代目の機器を申

請するとのスキームを描いていたために生じたものと考えられるが、早期にその遅

れを解消する必要がある。 

その一方で、関係団体からは、海外治験データだけで申請可能と判断していたケー

スについて、日本での補足試験が必要と要求されて、その理由が必ずしも明確にさ

れなかったという指摘もある。 

  

 （２）今後の対応 



総合機構においては、データ編P8（外国データ等を用いて承認した医療機器の品目

数）に示したとおり、海外臨床データの活用・受け入れを積極的に行っている旨を、

米国先進医療技術工業会（以下「AdvaMed」という。）の来訪時あるいは講習会等

を通して，直接欧米の製造業者に周知し理解を得ているところであるが、今後もよ

り一層周知に努める。 

このため、総合機構のホームページの英語版に、医療機器情報のコーナーを設け、

「外国で実施された医療用具の臨床試験データの取扱について（平成9年3月31日薬

発第476号）」及び「医療機器に関する臨床試験のうち外国で実施されたものの取

扱について（平成18年3月31日薬食機発第0331006号）」などの規定・通知や、関係

ガイドライン、事例集、Q&Aなどをできるだけ掲載することとする。 

医療機器群の世代の遅れの問題については、「より有効で」「より安全な」医薬品・

医療機器を「より早く」患者にとどけるという総合機構の使命からも一刻も早く解

決すべき問題であり、前世代をスキップして最新型の承認申請の際にその裏づけと

なる前世代の試験結果を添付することにより、最新型の評価を行うことができる旨

を、各種講習会等で業界団体に対して伝えており、今後も同様な啓発活動を継続し

て行う。 

 また、総合機構では、医療機器に係る治験申請前相談の細分化を図り、開発開始

段階における相談区分や臨床評価相談、探索的治験相談に係る相談区分の新設等を

検討しており、これらの導入後、経験を積み重ねることによって、将来的にはこれ

らをとりまとめたガイドラインやQ&Aの作成も視野に入ると考える。 

なお、日米欧の製造業者によるアジア地域での大規模な医療機器の治験の実施につ

いては、医薬品と異なり、今のところ承知していないが、実際に国際共同治験の治

験相談等があった場合には、総合機構としては、国際同時開発・国際同時承認の観

点から積極的に助言・指導を行うこととする。 

一方、世界的には、臨床評価ガイドラインがGHTF-SG5＊において検討されてきてお

り、平成18年6月に開催されたGHTFカンファレンスで、臨床評価の全般的な考え方

を示したガイダンス文書「臨床評価（Clinical Evaluation）」が提案文書(SG5(P

D)N2R7)として一般に公開された。これを踏まえ今後、国際共同開発の観点からど



の様なタイミングで臨床試験を実施すべきかを示すガイダンス文書作成に着手す

ることとされている。このGHTF-SG5に積極的に参加し、世界的な臨床評価の考え方

に適切に対応するとともに、当該ガイドラインに従った海外データの積極的受け入

れを推進する。 

  

 ＊Global Harmonaization Task Force（医療機器規制国際整合化会議） 

  ：Study Group 5（臨床評価に関する研究班） 

  

  

 ２．治験・申請前相談制度の周知及び活用促進の方策 

 （１）現状と課題 

医療機器の治験・申請前相談については、総合機構として平成16年7月に開始した

が、医薬品と比較するとその利用が十分になされていない。治験・申請前相談が医

療機器の開発の効率化に有効という認識が広まれば、利用率が向上するものと期待

されるが、それまでは治験・申請前相談を積極的に周知することが必要である。 

また、関係団体の要望において、相談区分の細分化が求められており、この背景に

は、例えば治験を実施する必要があるか否かについては開発者にとって非常に重要

なポイントであることから、早期にその判断を求めたいとの意向がある。現在の治

験・申請前相談の下では、相談時に治験実施計画書等の十分な資料が必要であるが、

治験実施計画書の概念設計の段階で，医療機器の新規性、改良のポイントや海外デ

ータの有無等の観点から治験の必要性について助言を行う早期治験（要否）相談の

ような相談区分の確立が必要である。  

  

 （２）今後の対応 

関係団体等に対して、既に実績のある医薬品の相談事例の効果を示すなど工夫をし

ながら、治験・申請前相談を積極的に周知していくとともに、前述のとおり関係団

体の要望等を踏まえ新たな相談区分の導入を行う。 

また、相談事例の蓄積により相談内容に一定の傾向が見られる場合等には、医療機



器の治験・申請前相談に係るガイドラインやQ&A集等の作成の検討も行うことを考

慮する。  

  

  

 ３．先端的な新医療機器について国際共同開発への日本の参画を促す方策 

 （１）現状と課題 

先端的な新医療機器については、臨床試験においてその有効性・安全性を示すこと

が求められる。従来、欧米で導入された医療機器が我が国に導入されるまでには、

欧米で承認された後、我が国における臨床試験が開始されることなどの理由により、

数年のタイムラグがあった。このタイムラグを解消するために、国際同時開発（国

際共同治験、国際同時承認等）を推進することが、我が国にとって重要な課題であ

る。 

この国際同時開発の可能性を模索するため、米国FDA、厚生労働省、総合機構（当

時、医薬品医療機器審査センター）、医療機器製造業者及び日米の医療機関が協力

するHBD（Harmonization by Doing）プログラムが2002年に開始された。 これは、

具体的には医療機器開発業者は開発の初期段階で、FDAと厚生労働省/総合機構に臨

床試験の方向性等を相談し、FDAと厚生労働省/総合機構は連携を保ちながらその対

応に当たるというプログラムで、現在、パイロットスタディーとして薬剤コーティ

ングステントについて試行中である。総合機構としては、治験相談の枠組みを有効

に利用しつつ助言・指導を行っている。 

   

 （２）今後の対応 

HBDは薬剤コーティングステントに特化したプログラムであるが、パイロットスタ

ディーの経験を踏まえさらに多岐にわたる医療機器の国際共同開発の可能性につ

いて、米国FDA、厚生労働省等と協力して模索していく。 

また、治験・申請前相談等において、早期より適切に相談に応じることにより、国

際共同開発が可能となるよう努めていくこととし、この旨を海外を含めた関係団体

等に周知する。 



さらに、承認条件を付された医療機器は、市販後対策を確実にとる必要があり、市

販後対策の指導を十分行うとともに、総合機構においては、承認条件の設定時に安

全対策部門との連絡を密にするなど、審査部門と安全対策部門との連携をより一層

進める必要がある。このためには、安全対策部門の体制強化も必要である。 

  

  

  

 Ⅱ．国内治験環境の改善に向けた総合機構として取り組むべき方策の検討状況 

 １．国内医療機関の治験実施体制の強化 

 （１）現状と課題 

国内医療機関における医療機器の治験の現状については、ステントの治験で見ると

米国に比べて、申請当りの治験施設数・症例数が少なく、非盲験非対照試験である

こと（米国では、比較臨床試験が中心。）、治験期間が長いこと等の課題がある。

また、治験依頼者のモニター機能が弱く、医薬品に比して不十分な点が多いとの指

摘がある。今後、国内での治験推進を図るためには、医療機関の実施体制の充実強

化及び臨床試験の質の向上が必要と考えられる。 

   

 （２）今後の対応 

現在、HBDプログラムにおいて、米国と同じレベルの治験を実施するために、米国

の関係者が、我が国の実施施設において医療関係者のトレーニング等を行っており、

今後，HBDで得られたトレーニングの在り方等を学会等と協力し広く周知し一般化

することにより、国内医療機関の治験実施体制の強化に大きく貢献できると考えら

れる。 

一方，国内のみで実施する治験もあり、また、医薬品を対象に実施してきた「GCP

研修会」等において、必要に応じ医療機器についても言及するとともに、GCP調査

に係る実績が蓄積された時点で、医療機器に特化した研修会の実施も検討する。さ

らに、医薬品と同様に、治験実施医療機関全体のレベルアップを図るために、GCP

の意義について、医療関係者に対しても周知を行う機会を模索する。 



  

  

 ２．医療機器ＧＣＰ調査の充実強化 

 （１）現状と課題 

医療機器の治験データ等の信頼性保証については、「医療機器の臨床試験の実施に

関する基準（平成17年3月23日付厚生労働省令第36号）」の施行に伴い、総合機構

の信頼性保証部においてその業務を行うこととなり、その調査対象は17年度以降に

申請されたものとなる。 

実施方法については，厚生労働省の医療機器審査管理室長通知に基づき、基準適合

性書面調査の実施後に必要に応じてGCP実地調査を行う予定である。 

なお、「Ⅱ．国内治験環境の改善に向けた総合機構としての取り組むべき方策の検

討状況」で述べた相談体制の充実、GCP等の関連文書の簡素化、GCP実地調査の充実

強化等については、医療機器GCPにも当てはまる課題と考えられる。 

  

 （２）今後の対応 

これまで、総合機構として「医療機器の承認申請資料にかかるGCP実地調査の実施

手続き（事務連絡）」等を関係機関に連絡するなど、調査の実施体制を整備してい

るところであるが、今後もGCP調査の意義等を関係機関等に十分周知する。 また、

これまで述べたとおり，国内医療機関の治験実施体制、特に医療機器の治験に対す

る実施体制は不十分な点が多い。このため、医薬品と同様にGCP実地調査の充実強

化について、実際の調査を行いながら検討を進める。 

その際，関係団体等と総合機構のGCP担当部により、定期的に情報交換を行うこと

とする。 

  



 第３ 生命科学の先端医療技術に関する検討状況 

 （１） 現状と課題 

遺伝子治療や、再生医療等など生命科学分野や先端医療分野における技術的の進歩

は近年加速度的に進んでおり、それらの先端技術を用いた医薬品や医療機器（以下

「先端医療技術応用医薬品等」という。）が研究され、臨床応用が行われ、さらに

は、医薬品や医療機器として治験や承認申請されている。 

これらの最先端の技術を用いた医薬品や医療機器は、従来の医薬品や医療機器の枠

組みではその有効性及び安全性の評価をそのまま適用できないものも多い。従来に

ないカテゴリーの製品であるため臨床使用経験に関する知見の蓄積が乏しく、また、

品質の恒常性を図ることが化学合成品より困難であり、同時にその変動が有効性や

安全性に大きく影響する。このため、遺伝子治療や再生医療では、品質・安全性を

予め確認する「確認申請」という制度が特に設けられている。先端医療技術医薬品

等の評価を困難としている具体的なものには、以下のような特徴や課題があると考

えられる。 

  ①先端医療技術医薬品等については、従来の医薬品等の審査で求められている 

品質規格や非臨床のデータセットや評価手法をそのまま単純には適用でき 

ない。例えば、有効性を評価する適正な動物モデルが存在しない場合が少なく

ない。薬理作用や薬物動態の評価についても、細胞等の投与の場合には、体内

での効果発現のメカニズムや投与後の存在場所・存在期間すら明らかにするこ

とが容易ではない。また、発がん性の予測など安全性評価の上でも、動物実験

の結果を人間に外挿する方法論が未発達である。そもそも、高分子たんぱく質

や細胞に関しては、中和抗体など免疫系の惹起などにより動物モデルにおける

検討･評価自体も容易ではない。 

  ②先端医療技術医薬品等については、品質担保の点においても特徴的な課題が存

在し、細胞や組織の場合、自己組織由来か非自己組織由来かによって、ウィルス等

の安全性評価や品質規格の設定が影響を受ける。 

例えば、自己由来細胞･組織を培養する場合は、個体差のばらつきが大きく、 

一定の有効性及び安全性を確保するために必要な品質恒常性の担保が難しい面



が否めない。 

また、細胞等の採取・細胞培養・加工の過程では、酵素や動物由来血清な 

ど、動物由来原材料が使用されることが多い。これらの原材料については、感

染性因子の混入原あるいはアナフィラキシー等の副作用の原因となる可能性が

あるが、製造工程でそれらを十分に除去することが困難なことも安全性上の懸

念としてあげられる。 

  ③先端医療技術医薬品等については、本来的に、核酸、遺伝子、細胞などを用い

るため、従来の医薬品等の安全性評価の知見からは予測不可能な副作用・不具合の

発現が否定できない。 

   さらに、副作用・不具合が生じた場合、通常の医薬品や医療機器では、その投

与・適用を中止することが可能である。しかし、細胞、組織などを利用した製品や

遺伝子治療用医薬品では、生体内で長期間存在・あるいは生着し、回収不可能なも

のが多い。 

   ④細胞、組織製品は手術を伴う投与方法が多いため、倫理的な理由などから二重

盲験比較試験の実施が容易でないなど、通常の医薬品の開発方針を採用するのに困

難な場合がある。 

  ⑤最近、急速に開発が進み始めた領域であるため、研究者・企業・行政の各側で、

先端医療技術応用医薬品等の開発・審査等にかかる経験が少なく、企業の資本の蓄

積も少ないことを含め、組織･体制も脆弱である。 

 しかし、このような特徴や課題が存在する一方で、欧米において開発・申請が盛ん

である状況を考えると、その状況が近々日本にも押し寄せてくることが明らかであ

る。このため、先端医療技術医薬品等の治験相談や審査段階では、多くの課題を抱

える厳しい状況の中でも、科学技術の進歩に遅れることなく対応することが求めら

れている。特に、細胞生物学、分子生物学、ウィルス学等、関連分野の進展が、即

座にこれらの先端医療技術医薬品等の開発に応用されるため、開発する側と同様、

審査する側にも、広い分野について日常的な情報収集が不可欠である。 

そのためには、総合機構に幅広い分野の専門家をそろえ、かつ、その専門性を維持

するため、国内外の留学や研修等の研鑚、日常的な文献情報の確認等による国内外



の研究・開発の急速な進展状況を把握することが必須である。しかしながら、総合

機構の現状の人員体制のもとでは限界があり、それらの最先端かつ、多様な医療製

品を迅速かつ的確に判断し、治験相談、治験届の調査、審査等を実施することは困

難となって来ている。 

一方、先端技術分野の研究者やそれらの技術の製品化を試みるベンチャー企業は、

通常、治験・申請業務等には不慣れなことが多いため、たとえ有用な技術が開発さ

れても、それを有効性及び安全性の評価が可能な形で非臨床試験さらには治験を行

い、製品として承認申請し、承認を得ることは極めて困難な現状にある。 そのた

め、先端技術の研究者等の中には、我が国での開発や製品化を断念して、米国等の、

海外のより開発環境の良い国に技術を出して製品化を促進する動きも出てきてお

り、このままの状態が続けば、技術立国を目指す我が国から、肝心の先端技術が海

外に逃避し、技術の空洞化を招く可能性も大きい。 

また、薬事法の承認を取得せず医療行為の範疇で製品等を利用しつづける場合には、

安全性確保を含む全てが使用する医師個人の責任となる他、薬事法の承認を得て供

給する場合に比べて、安全性の確保の点でも問題が生じる可能性は否定できない。

また、先端的な製品の恩恵をごく限られた患者のみしか受けられない可能性もある。 

  

 （２） 今後の対応 

より良い医薬品や医療機器をより早く患者のもとに届けるためには、このような先

端技術を用いて開発された医薬品や医療機器をできるだけ効果的に製品として医

療の場に提供することが重要である。 

また、その際には、先端技術応用医薬品等については、他に治療手段がない重篤な

疾患に有効なものか、あるいは単にQOLの軽度の改善が期待されるに過ぎないもの

か、また、他の治療法と比較した臨床上の位置付けなどを示して医療上のメリット

を明らかにし、さらに、感染等のリスク、副作用が起こっても除去が困難であるこ

と、開発途上の技術であって知見の蓄積が乏しいこと等、リスクに関する情報も十

分に示した上で、患者の人権に配慮した特に入念なインフォームド・コンセントを

得る必要があることに留意すべきである。 



このような先端技術応用医薬品等を迅速かつ適切な形で医療の場に提供するため

には、総合機構における再生医療などの先端技術分野に関連する製品について、確

認申請の前の相談を含めた治験相談や、審査に迅速かつ的確に対応できる人員を、

質、量ともに充実強化するとともに、先端技術に係る研修等を継続的に行う必要が

ある。 

開発や治験段階においては、先端技術応用製品の有効性や安全性の確認方法などに

関して、そのような評価方法に十分精通していない研究者、医療関係者やベンチャ

ー企業 関係者に対して、治験相談等を通して、詳細に指導することが必要である。

このため、資料の整備の相談や生物由来製品特有の品質・安全性の相談などきめ細

かく相談区分を設け、治験相談を利用しやすくする必要がある。 

特に、先端技術分野を応用した製品については、従来の医薬品等を想定した安全性

試験や臨床評価方法が適用できないものも多いため、総合機構における相談におい

ては、常に最先端の研鑚が必要であるとともに、関係分野の最先端の専門家を外部

専門家として確保する必要がある。 

また、最先端技術は大学との連携により進む部分も多いため、学会等にも積極的に

参加し、臨床研究や医師主導治験の質を高め将来の先端技術応用医薬品等の開発が

円滑に進むような情報交換の機会を設けることが必要である。 

当面この分野については、経験を蓄積し、開発のための各種ガイドラインを準備す

るとともに、確認申請など再生医療や遺伝子治療において実施されている各種規制

や製造販売後安全対策などについて、逐次改善、強化、簡素化など見直しを図って

いくことが必要である。 

これらの関係情報は、総合機構のホームページ（英語版も含め）に、先端医療技術

応用製品情報のコーナーを設け、関係規定・通知・ガイドラインや、事例集、Q&A

等を逐次掲載することも検討する。 

さらに、最先端分野の製品の評価については、欧米規制当局との連携がとくに重要

であることから、FDAやEMEAとの人的交流を含めた、より緊密な関係の構築を進め

る必要がある。 

最先端の技術は常に未知の部分があることは避けられない事実である。可能性のあ



るリスクなどについて、患者や医療関係者に分かりやすく情報提供することの義務

づけや、必要に応じて投与対象の制限や、全例調査の実施等の市販後のフォローア

ップを承認条件とすることを前提とした審査を行うことなどにより、有用な医療技

術の医療の場への迅速な提供に十分配慮する必要がある。 

 




